
事務事業評価の評価結果について（平成26年度の事業に対する評価）

健康福祉部 評価：４＝できている　３＝概ねできている　２＝課題克服が必要　１＝未着手状況　　

指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
平成27年度
以降の事業
の方向性

所見

福祉政策課

社会福祉
事務所管
理運営事
業

　社会福祉事務所における事務
及び予算等の調整、各福祉事業
の施行事務及び市単独事業の調
整を行うことにより、効率的な
事務執行及び円滑な事業の推進
を図ることで、市民福祉・地域
福祉の向上に努めます。

　効率的な
事務執行

　福祉事務所における各
種事業経費に直結しない
管理運営に係る経費の縮
減が事業の成果であると
考えられる部分もありま
すが、各事業の量から影
響を受ける部分もあり、
事務所全体の業務の状況
に応じて、効率的な事務
執行を図ることが事業の
目標であると考えられま
す。

効率的かつ合理的な
事務の執行による福
祉事務所の円滑な運
営

　社会福祉事務所の円滑
な運営ができました。

4

　社会福祉事務所におけ
る事務及び予算等の調
整、執行を適正に行い、
効率的な事務執行及び円
滑な事業の推進ができま
した。

現状維持

　事務及び予算等の調
整、執行を適正に行うこ
とにより、更なる効率的
な事務執行及び円滑な事
業推進を図ります。

福祉政策課

社会福祉
施設等管
理運営事
業

　高齢者、身体障害者、母子寡
婦などの健康及び福祉の増進並
びに教養の向上を図るために設
置している社会福祉施設におい
て、効果的、効率的な管理運営
を行い、施設利用者のサービス
に努めます。

施設の利用
者数

　施設の設置管理につい
ての成果は、多くの市民
が利用していただき各施
設の設置目的とするとこ
ろに寄与することにある
ため、当該施設の利用数
を成果指標とし数値目標
を設定します。

144,000
人

139,340
人

　津市北部市民センター
の利用者は増加しまし
た。
　津市西部市民センター
及びふれあい会館の利用
者は減少しました。

4

　社会福祉施設全般にお
いて、利用者は増加傾向
にあり、地域住民の交流
の場としての役割が十分
発揮されているものであ
り、市民の健康の保持・
増進、教養の向上及び福
祉の増進を図るための事
業が推進されています。

拡充・充
実

　各施設ともに、利用者
の健康の保持・増進、教
養の向上及び福祉の増進
を図るための事業が推進
されていますが、経年に
伴う施設の老朽化による
大規模修繕が必要になっ
てきており、設備備品も
含めた計画的な修繕・工
事計画を検討し、地域住
民が利用しやすく、喜ん
でいただける施設の維持
又は改善に心がける必要
があります。

福祉政策課
地域福祉
推進事業

　地域における福祉活動の推進
を図るため、津市社会福祉協議
会及び福祉団体への支援を行う
とともに、津市地域福祉計画の
推進を図り、公助の役割として
自助・共助の仕組みづくりを支
援します。

各団体の活
動状況及び
地域福祉取
組状況

各団体の事業計画に基づ
く活動の遂行並びに津市
地域福祉計画に沿った地
域及び行政等の取組

　各団体に対して助
成を行うことによ
り、津市地域福祉計
画に沿った地域福祉
の推進を図ります。

　津市社会福祉協議会及
び各団体の活動実績及び
活動状況を検証しまし
た。
　地域福祉推進委員会に
おいて、事業の検証及び
評価を実施しました。

4

　津市社会福祉協議会及
び各団体の活動を支援す
るために補助金を交付す
るとともに、津市社会福
祉協議会及び各団体等と
の連携を図り、地域福祉
の推進を図りました。

拡充・充
実

　地域福祉の推進に当た
り、津市社会福祉協議会
及び各団体への支援を継
続するとともに、津市社
会福祉協議会及び各団体
等との連携の充実を図
り、地域福祉推進体制の
強化に取り組みます。

福祉政策課

生活困窮
者自立支
援制度施
行円滑化
特別対策
事業

　平成２７年４月からの生活困
窮者自立支援制度の施行に伴う
事業を円滑に実施するため、事
務処理体制を整備します。

新制度の事
務処理体制
の整備

　新制度の施行に向け、
事務処理体制を整備しま
す。

円滑な新制度の施行

　生活困窮者自立支援制
度の施行に向け、事務体
制の整備を図ることがで
きました。

3

　平成２７年度に向けて
事務処理体制は整備した
が、平成２７年度から新
たな実施する支援事業に
ついて、実施方法など引
き続き検討する必要があ
ります。

廃止

　平成２７年度からは、
生活困窮者自立支援法の
施行に伴う新たな事業を
実施することから、本事
業は、廃止します。

福祉政策課
臨時福祉
給付金給
付事業

　平成２６年４月から消費税率
が８％に引き上げられたことに
伴い、所得の低い人への経済的
負担を考慮し、暫定的・臨時的
な措置として臨時福祉給付金を
支給する。

円滑な給付
金の支給

　制度の趣旨を鑑み、円
滑に給付金を支給しま
す。

円滑な給付事務の執
行

　窓口における受付事
務、電話等による問合せ
に対する対応、及び支給
に係る円滑な事務執行を
行うことができました。

4

　消費税率の引き上げに
よる所得の低い人の消費
生活面における経済的影
響の緩和を図るため、暫
定的・臨時的な措置とし
て臨時福祉給付金を支給
するものです。

現状維持

　消費税引き上げにより
所得の低い人が必要な消
費を控えることのないよ
う、滞りなく支給事務を
進めるとともに、当該支
給制度の幅広い周知が図
れるよう努めます。

所管課長等による評価

課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成26年度） 事業の評価
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福祉政策課
災害救助
関係事業

　災害及び火災により被害を受
けた市民に対し、災害見舞金、
災害弔慰金等を支給することに
より、市民の福祉及び生活の安
定に資することを目的としま
す。

適切かつ円
滑な事業の
実施

　災害の発生に伴う事務
のため、対象となる災害
及び被害状況が判明した
後、適切に、かつ、でき
る限り迅速に対応を行う
ことが、被災者に対して
の事業の成果であると考
えられます。

　災害発生時におい
て迅速に対応しま
す。

　災害見舞金等を早急に
支給するよう努めまし
た。
　年末年始及びゴールデ
ンウイークにおいては、
当番制により緊急時に備
えました。

4

　津市災害見舞金等の支
給に関する条例及び同規
則に基づき、災害を受け
た市民に対し迅速・適正
に処理しました。

現状維持

　津市災害見舞金等の支
給に関する条例及び同規
則に基づき、災害を受け
た市民に対し迅速・適正
に処理を進めます。

福祉政策課
災害援護
資金貸付
事業

　災害救助法の適応を受けた自
然災害により被害を受けた世帯
の世帯主に対し、災害援護資金
の貸付けを行うことにより市民
の福祉及び生活の安定に資する
ことを目的とします。

適切かつ円
滑な事業の
実施

　災害発生に伴う事務の
ため、対象となる災害及
び被害状況が判明した
後、適切かつ、できる限
り迅速に対応を行うこと
が、被災者に対しての事
業の成果であると考えら
れます。

　災害発生時におい
て適切かつ迅速に対
応します。

　対象となる災害の発生
はありませんでした。

3

　平成２６年度は対象と
なる災害が発生しておら
ず貸付け実績はありませ
んが、災害発生時に必要
な対応について確認を
行っています。

現状維持

　平成２６年度は貸付け
実績がありませんが、い
つ起こるか予想がつかな
い自然災害による被害に
対する貸付制度であり、
対象となる災害発生時に
適切に事業が実施できる
よう、日頃から事業の実
施方法についての確認に
努めます。

福祉監査室
福祉監査
事業

　公共性の高い社会福祉法人
が、定款、法令等を遵守した健
全な運営をすることにより、利
用者が安心して適切なサービス
を受けることができるようにす
ることを目的とします。

健全な経営
を行う社会
福祉法人の
割合

（平成25年度の権限移
譲により実施）

80% 64%

　指導監査を実施した２
２法人の内、８法人に対
し文書による改善指導を
行ったことから、数値目
標を下回った。なお、主
な改善指導の内容は会計
処理及び役員構成等の状
況に関するものでした。

3

　前年度に引き続き、平
成２６年度においても計
画どおり指導監査を実施
することができたことか
ら、平成２５年度に県か
らの権限移譲を受けて以
降、所管する全ての社会
福祉法人（４４法人）に
対し指導監査を実施する
ことができました。ま
た、当該指導監査におい
て、関係法令等及び定款
を遵守していないなど、
法人運営等に問題が見受
けられた社会福祉法人に
対しては、それらを是正
し健全運営に取り組める
よう改善指導を行いまし
た。その他、社会福祉法
人の健全な運営に向け、
三重県との共催により社
会福祉法人役員及び幹部
職員研修会（平成２６年
５月）を開催し、事務手
続きの留意点や前年度指
導監査の結果概要等の説
明を行いました。

拡充・充
実

　平成２５年度に県から
の権限移譲を受けて以
降、所管する社会福祉法
人に対し、２年に１回の
サイクルで指導監査（一
般監査）を実施してきま
したが、法人運営におけ
る関係法令等の遵守状況
に照らし、特に問題があ
ると認められた社会福祉
法人に対しては、指導の
重点化を図るため年１回
の指導監査を実施しま
す。

2 / 23 



健康福祉部 評価：４＝できている　３＝概ねできている　２＝課題克服が必要　１＝未着手状況　　

指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
平成27年度
以降の事業
の方向性

所見

所管課長等による評価

課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成26年度） 事業の評価

子育て推進
課

公立保育
所管理運
営事業

　保育を必要とする乳幼児が、
保育所での生活を通して小学校
就学前の基礎を築きあげること
ができるための保育の実施と保
護者への就労等支援を行いま
す。

公立保育所
入所児童数

　公立保育所の定員に対
する月平均入所児童数を
考察することで、児童福
祉の充実や保護者の就労
支援の状況を検証しま
す。

2,400人 2,436人

　保育所によっては、目
標値（定員）を上回る児
童を保育するなど、保育
が必要な児童の福祉の向
上を図るとともに、保護
者の就労支援に貢献でき
ました。

3

　公立保育所に入所する
児童数に応じた適正な保
育士配置や施設の維持管
理を行い、入所児童への
保育内容の充実、保育環
境の向上に努めることが
できました。
　しかし、入所希望児童
の増加により、保護者が
希望する保育所を限定し
た場合、定員や保育士配
置状況等により入所待ち
となることがあり、ま
た、年度途中には保育所
に入所できず待機となる
児童が発生しており、入
所希望児童数を勘案した
施設、保育士の確保が課
題となっています。

拡充・充
実

　民間保育所などを含め
た就学前児童への教育・
保育施設が提供体制等の
確保や充実を図りつつ、
公立保育所が担うべき保
育の在り方などを整理し
ながら保護者ニーズに応
えることで、児童福祉の
一層の充実や保護者の就
労支援に引き続き寄与す
るとともに、平成27年3
月に策定した、津市子ど
も・子育て支援事業計画
に基づき、総合的な子ど
も・子育て支援の推進体
制等を構築します。

子育て推進
課

保育所一
般管理事
業

　保育所職員の研修機会の充実
により職員の資質向上を図ると
ともに、保育事務の電算委託等
により保育事務の効率化を進め
ます。また、外国語通訳担当員
の配置により、外国籍の児童や
保護者との意思の疎通を図りま
す。

　保育所職員への専門的
な研修の実施内容を考察
することで、職員の資質
向上の機会の充実が図ら
れたかを検証します。

研修内容の充実
・保育所職員研修
・障害児保育研修
・給食関係研修
・保健･安全研修
・保育リーダー研修
・施設長研修
・保幼合同研修

　公・私立保育所職員を
対象に、職員研修や障が
い児保育、給食関係研修
など保育所運営全般に関
わる研修を実施し、職員
の資質向上に寄与するこ
とができました。

3

　保育士に対する専門的
な研修を行うことで資質
の向上に努めるととも
に、平成27年4月から施
行された、子ども・子育
て支援新制度に係る新た
な電子システムの構築を
図ることができました。
今後はさらに、保育所運
営面での諸課題を分析
し、資質の向上及び事務
の効率化に努める必要が
あります。

現状維持

　保育所職員研修を実施
することにより保育所職
員の資質の向上をさせる
ことができました。
　今後も保育所職員研修
の継続させるとともに、
事務の効率化を進めるこ
とにより、ソフト面での
保育環境の整備を図って
いきます。

子育て推進
課

民間保育
所等運営
事業

　保育を必要とする乳幼児が保
育所での生活を通して小学校就
学前の基礎を築きあげることが
できるよう、必要な保育の提供
と保護者への就労等支援を行い
ます。また、民間保育所におけ
る特別保育などを促進します。

民間保育所
入所児童数

　民間保育所の定員に対
する月平均入所児童数を
考察することで、児童福
祉の充実や保護者の就労
支援の状況を検証しま
す。

3,187人 3,473人

　目標値（定員）を上回
る児童を保育するなど、
保育が必要な児童の福祉
の向上を図るとともに、
保護者の就労支援に貢献
できました。

3

　民間保育所等に対し保
育所の運営負担金を支払
うとともに、延長保育や
一時保育等を実施する保
育所に対して補助金を交
付することで、入所児童
に対し適正な保育環境を
提供するとともに保護者
の就労等の支援を行うこ
とができました。また、
処遇改善に取り組む民間
保育所へ処遇改善費を支
給することで、保育士確
保の支援につなげること
ができました。保育所へ
の入所児童数は年々増加
しており、保護者が希望
保育所を限定した場合に
は、定員や保育士配置等
から入所できない状況も
あり、今後も引き続き入
所希望児童数等を勘案し
た事業の推進が必要と
なっています。

拡充・充
実

　私立保育所に保育所運
営費の負担金や特別保育
事業への補助金等を交付
したことで、入所児童へ
の適正な保育環境が維持
されるとともに、保護者
への就労支援等を図りま
した。
　しかし、保育所への入
所希望児童数は年々増加
しており、今後の入所希
望児童数を勘案しながら
事業を推進していく必要
があることから、平成
27年3月に策定した津市
子ども・子育て支援事業
計画に基づき、総合的な
子ども・子育て支援の推
進体制のもと事業の拡充
を図ります。
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子育て推進
課

保育所施
設整備事
業

　保育所入所希望児童数等を勘
案した民間保育所の建設補助や
公立保育所の老朽化等に伴う整
備・修繕を行うなど、入所児童
の保育環境の向上を図ります。

保育環境の
向上度

　施設の建設や修繕に要
する経費の計上で、保育
所入所児童の保育環境の
向上が図られたか検証し
ます。

　施設整備や建設に
よる保育環境の向上
を図ります。

　公立保育園の施設改修
及び民間保育所施設整備
補助に取り組みました。

3

　公立保育所の施設改修
工事や民間保育所等施設
整備の補助に取り組むこ
とにより、入所児童の保
育環境の向上を図ること
ができました。また、入
所希望児童の増加による
待機児童の解消に向け
て、増築及び新設した2
園において受入定員の拡
充を図りましたが、更な
る保育ニーズへの対応が
課題となっています。建
築年数の経過した施設も
多く、引き続き計画的な
整備等に取り組む必要が
あります。

現状維持

　公立・民間保育所等の
施設を整備することによ
り、定員枠の拡大や保育
環境の向上を図るととも
に、今後も引き続き建築
年数の経過した施設の整
備等に取り組みます。

子育て推進
課

療育セン
ター管理
運営事業

　療育センターにおいて実施し
てきた、日常生活における基本
的動作の指導及び集団生活への
適応訓練は「津市児童発達支援
センター」に引き継ぎました。

療育セン
ター利用児
童数

　療育センター利用児童
数を考察することで、施
設の有効性を検証しま
す。

20人 10.9人

　療育訓練等を提供する
とともに、育児や就学・
集団保育利用にむけての
相談など保護者支援を行
いました。

3

　療育センターの適正な
管理運営に努め、職員の
専門研修への参加により
資質の向上を図りまし
た。また、理学療法士や
言語聴覚士による専門的
な訓練を実施し、さらに
公立保育園との交流や、
保健センターのプールを
利用した訓練など、通園
児とその保護者に充実し
た療育環境の提供を図る
ことができました。

廃止

　上肢、下肢又は体幹の
機能の障がいのある児童
が保護者とともに通園す
ることによって、日常生
活における基本動作や集
団生活に適応するための
力が身に付くよう指導す
るとともに、保護者への
相談支援も実施し、充実
した療育環境の提供に努
めることができました。
　平成２７年４月からは
全ての障害に対応できる
「津市児童発達支援セン
ター」として新たに開設
し、こども支援課の所管
となりました。

子育て推進
課

病児・病
後児保育
事業

　病気中又は病気の回復期にあ
り、集団保育ができない児童・
生徒を、医療機関に併設された
施設で保育する事業を行うこと
により、子育て家庭を応援しま
す。

病児・病後
児保育事業
の周知及び
検証

　事業の周知を図るとと
もに利用者の視点で検証
し、更に支援拡充に努め
ます。

病児・病後児保育事
業の実施と拡充

　子どもが病気の際、保
護者の子育てと就労の両
立を支援することができ
ました。

3

　子どもが病気の場合の
保護者の就労・育児支援
に寄与することができま
した。引き続き事業の周
知に努め、子育て家庭を
支援していきます。

拡充・充
実

　保育が必要な子どもが
病気の場合に保護者の就
労や育児支援に寄与する
ことができました。引き
続き事業の周知に努める
とともに、津市子ども・
子育て支援事業計画に基
づき、総合的な子育て支
援の推進体制のもと事業
の充実を図ります。

子育て推進
課

子ども・
子育て支
援事業

　地域の子育て力を高め、子ど
もを安心して産み、育てること
ができる環境の整備を図るた
め、少子化対策や子育て支援に
関する事業を行っていきます。

計画の策定

　平成27年3月に策定さ
れた「津市子ども・子育
て支援事業計画」に基づ
き、目標が達成されたか
を検証していきます。

事業計画の策定
　津市子ども・子育て支
援事業計画を策定しまし
た。

3

　平成27年4月から子ど
も・子育て支援新制度へ
移行するにあたり、津市
子ども・子育て会議を設
置し、津市子ども・子育
て支援事業計画の策定過
程において随時意見を聴
取しするとともに、新制
度のもとで子どものため
の教育保育給付などにつ
いて市民への周知に取り
組みました。

拡充・充
実

　平成27年3月に策定し
た「津市子ども・子育て
支援事業計画」に基づ
き、総合的な子ども・子
育て支援を推進するとと
もに、平成26年度から
着手した少子化対策に関
する事業を引き続き推進
します。
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こども支援
課

児童母子
福祉事業

　経済的困窮や配偶者からの暴
力等の理由により生活の自立が
図れない母子家庭等に対して、
自立を支援するために母子生活
支援施設や助産施設への入所措
置等を行うことにより、母子の
自立を支援するとともに福祉の
向上を図ります。

母子生活支
援施設等措
置率

経済的困窮者やDV被害
者で、母子生活支援施設
等に措置が必要な者を適
正に措置するものである
ため、指標設定にはふさ
わしくないものと考えま
す。

措置の必要性を見極
め、適正に措置をし
ます。

　適正な措置を実施でき
ました。

4

　経済的困窮者やDV被
害者のうち支援が必要な
母子家庭等を、母子生活
支援施設に保護したこと
で適切な支援を行うこと
ができました。

現状維持

　経済的困窮者等からの
相談やDV被害者の支援
など緊急的なものに対し
て、母子生活支援施設等
へ入所措置を行うなど、
今後も適切に対応しま
す。

こども支援
課

児童手当
等給付事
業

　児童手当法等に基づき中学校
修了前までの児童を養育する人
に「児童手当」を支給し、ま
た、児童扶養手当法に基づき、
父又は母と生計を同じくしてい
ない１８歳未満の児童（障害の
ある場合は２０歳未満の児童）
を養育する母子家庭・父子家庭
等に「児童扶養手当」を支給す
ることにより、子育て家庭の生
活の安定を図り児童の健全育成
を促します。

児童手当及
び児童扶養
手当給付

　各手当法に基づいた適
正な給付を行っておりま
すが、給付要件に該当す
る対象者が流動的で総数
の把握が困難なため、指
標設定は難しいものと考
えます。

　給付対象者に広く
周知し、給付要件に
基づく適正な手当支
給を行います。

　広報、ＨＰ等による受
給資格の案内により広く
周知を図っており、概ね
達成できました。

4

　受給者の認定、手当の
支払、補助金の申請等の
業務は正確にできていま
す。

現状維持
　法令等の改正があれ
ば、迅速かつ正確に対応
します。

こども支援
課

母子寡婦
等、婦人
保護事業

　母子家庭や父子家庭（法改正
により平成25年4月1日から対
象）に就業支援や経済的支援の
ための給付金を支給すること
で、母子家庭等の自立を促進し
ます。
　また、配偶者の暴力や家庭、
職場での悩みなど、女性からの
相談に応じ支援や助言を行うこ
とで、日常生活の安定を図りま
す。

母子自立支
援プログラ
ム策定事業
就職者率

　母子自立支援プログラ
ム策定数に対する就職者
数を考察することで、母
子家庭等の自立度を検証
します。

60% 53.3%

　児童扶養手当受給
者の就労支援を行
い、自立を促しま
す。

　昨年の実績によると、
就業者数／プログラム策
定者数では５３．３％で
あり、目標とする数値を
超えることができません
でした。
　平成２７年度において
は、目標数値を達成でき
るよう就労支援を行いま
す。

3

　１５件の相談中８件が
就労に繋がりました。７
件については、相談者本
人の希望に添わず、不調
となりました。
　職業安定所との連絡を
密にし、相談者本人の就
労に繋がるよう一層の努
力を図ります。

現状維持

　母子寡婦福祉法に基づ
く制度であり、児童扶養
手当受給者からの相談を
待つ「受け身」的な性格
のものであり、事業の方
向性を見出すのは困難で
す。

こども支援
課

子育て支
援対策事
業

　すべての子どもたちは、生ま
れながらにして自分自身を高
め、自分自身を成長させる力を
もっています。
　親をはじめとする大人が、こ
の子育ちを信じ、子ども社会の
なかで子ども同士が育ち合うの
を見守るとともに、子どもと対
等な社会の一員として向き合
い、子どもの権利を尊重して、
一緒にまちづくりを行います。
　その子育ちを育む家庭の支
援、家庭を支える地域の力を高
めるとともに、社会環境の改善
を進め、「子育ち支援のまちづ
くり」を実現します。

すべての子
どもの途切
れない支援

子どもの自己肯定感
（H26年度/小学生低学
年52％以上、小学校高
学年36％以上、中学生
20％以上）
子育てを楽しいと感じる
ほうが多いと思う保護者
（H26年度/就学前児童
70％、小学校児童
65％）

　次世代育成支援行
動計画に基づく、子
育ち支援のまちづく
りを推進します。

　児童虐待未然防止のた
めの養育支援訪問等の実
施、次世代育成支援行動
計画の取組評価の実施、
子どもの権利条例づくり
の今後の方向性について
の検討を行いました。

4

　次世代育成支援行動計
画を推進していくため、
子育て支援のネットワー
クづくり、子育て広場の
支援者交流会・研修会、
子どもの一時預かり事
業、児童虐待対応及び要
支援家庭のサポートの実
施などを行いました。

現状維持

　次世代育成支援行動計
画（計画期間平成22～
26年度）の計画期間が
終了したが、引き続き
「子育ち支援のまちづく
り」をめざし、子育ち支
援、家庭支援、発達支援
等の各事業を体系的に実
施し、支援の質を高めま
す。

こども支援
課

子育て世
帯臨時特
例給付金
給付事業

　消費税率の引上げによる子育
て世帯への影響を緩和し、子育
て世帯の消費の下支えを図るた
め、臨時的な給付措置として子
育て世帯臨時特例給付金を支給
することにより、子育て家庭の
生活の安定を図り児童の健全育
成を促します。

児童手当及
び児童扶養
手当給付

　要綱等に基づいた適正
な給付を行っております
が、給付要件に該当する
対象者が児童手当受給者
であり流動的で総数の把
握が困難なため、指標設
定は難しいものと考えま
す。

　給付対象者に広く
周知し、給付要件に
基づく適正な手当支
給を行います。

　広報、ＨＰ等による受
給資格の案内により広く
周知を図っており、概ね
達成できている。

4

　受給者の把握、給付金
の支払、補助金の申請等
の業務は正確にできてい
ます。

現状維持

　平成２７年度において
も、実施されることとな
るが、前年度同様に正確
な事務を行うよう努力し
ます。
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こども支援
課

児童館運
営事業

　児童福祉法第４０条に基づく
児童厚生施設である児童館で、
各種行事や地域活動を行い、子
どもたちが遊びを通して自主
性・社会性・創造性を身につけ
ることを目的とします。

地域におけ
る子どもの
健全な遊び
場の提供

　児童館でのさまざまな
行事や地域との交流を実
施・充実し、地域におけ
る子どもの遊び場を提供
します。

　児童館でのさまざ
まな行事や地域との
交流を通して子ども
の育成を図り、地域
における子どもの遊
び場を提供します。

　地域における子どもの
遊び場として、各種イベ
ント等を通じて子どもの
育成を図りました。

3

　児童の遊び場、各種イ
ベント等を通じた交流の
場としての機能を果たす
ことにより、子どもの健
全な成長に寄与すること
ができました。今後も地
域児童の健全な遊び場と
して、様々な行事や地域
活動を提供していくとと
もに、児童館間で情報交
換や課題を把握し、更に
工夫・充実した事業を
行っていきます。

現状維持

　地域児童の遊び場、交
流の場として、引き続き
児童館の運営を行いま
す。
　まん中こども館につい
ては、子どもが主体と
なって活動する拠点とな
るとともに、子どもに関
わる施設・機関や子ども
支援の事業の発信拠点と
なるよう取り組んでいき
ます。

こども支援
課

発達支援
事業

　発達に課題がある子どもに早
期に気づき、その子どものニー
ズに応じた適切な支援が行える
ように、保育所・幼稚園・学校
の指導者に対してアセスメント
方法及び具体的な支援方法のス
キルアップを図ります。また、
早期発見・早期支援を実践する
専門機関として、事業方針や事
業内容の検討や体制の整備、療
育の充実を図ります。

子どもの
ニーズに応
じた支援の
拡充及び療
育事業の推
進

　子どものニーズに応じ
た適切な支援が行えるよ
う保育士、幼稚園・小中
学校教諭のスキルアップ
を図るともに、早期発
見・早期支援の専門機関
として、事業方針や事業
内容の検討、体制の整
備、療育の充実を図りま
す。

子どものニーズに応
じた支援の拡充及び
療育事業の推進

　子どもの観察、保護者
の面談を通して個に応じ
た支援を行うとともに、
津市児童発達支援セン
ターの完成により、療育
事業の充実を図ります。

4

　療育および面談を実施
することで子どもの姿の
変化に気づき、発達に課
題があっても適切な支援
を受けることで子どもは
成長することを実感して
もらい、保護者の前向き
な育児を支えることがで
きた。また早くから発達
に課題がある子どもへの
気づきを持ち、その対応
について、保育所・幼稚
園・小学校からの巡回相
談要望が増加していま
す。巡回相談を通して子
どもの特性に応じた具体
的な支援方法についての
助言を行いました。
津市児童発達支援セン
ターの施設改修が完了
し、開所に向けての準備
を行いました。

拡充・充
実

　こども支援課としては
発達支援の相談窓口とし
て定着をしてきており、
引き続き発達支援の総合
窓口として福祉サービス
を利用される以前の子ど
もおよび保護者を他機関
と連携を図りながら支援
していくことが求められ
ています。また、津市児
童発達支援センター「つ
うぽっぽ」の施設改修が
終了し、平成２７年度以
降は施設での支援の進め
方や人材の育成など利用
者に満足いただけるよう
な整備体制を図ります。

高齢福祉課
地域ケア
推進事業

　地域における介護予防や相談
業務、また、地域での活動を支
援することにより、福祉の増進
を図ります。

地域ケア推
進事業

　高齢者福祉計画・介護
保険事業計画に基づく実
施状況を捉えることによ
り、進捗状況を指標とし
ます。

　第７次高齢者福祉
計画・第６期介護保
険事業計画に基づき
実施します。

　第７次高齢者福祉計
画・第６期介護保険事業
計画に基づき実施しまし
た。

3

　敬老事業や老人クラブ
助成事業等概ね事業が遂
行でき、今後も継続する
必要がありますが、生き
がい活動生活支援事業
等、一部事業の在り方に
ついて、介護保険サービ
スとの整合性を再確認す
る必要があります。

拡充・充
実

　敬老事業等元気高齢者
に対する施策は継続して
いく必要がある一方、生
きがい活動生活支援事業
等、今後の事業展開につ
いては見直していく必要
があります。

高齢福祉課
高齢福祉
推進事業

　 高齢者が地域住民、地域の子
ども等様々な世代間交流を図
り、また、高齢者の豊かな経験
による個性や能力を活かし、地
域の中で心豊かに生きがいを
持って暮らすことのできるよ
う、多様な活動機会の提供や地
域活動の促進を図ります。

高齢福祉推
進事業

　高齢者福祉計画・介護
保険事業計画に基づく実
施状況を捉えることによ
り、進捗状況を指標とし
ます。

　第７次高齢者福祉
計画・第６期介護保
険事業計画に基づき
実施します。

　第７次高齢者福祉計
画・第６期介護保険事業
計画に基づき実施しまし
た。

3

　各事業の対象要件や事
業内容等に違いがあるも
のの、高齢者等に対する
生活支援サービスを適切
に提供してきていること
から、概ね計画に即した
事業展開を図ることがで
きました。

拡充・充
実

　緊急通報装置設置事業
や配食サービス事業を行
うことにより高齢者の生
活維持や向上を図ること
ができ、今後も継続して
事業を展開していく必要
があります。
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高齢福祉課
老人ホー
ム等措置
事業

　対象者環境上の理由や経済的
な理由などにより在宅生活が困
難な高齢者目的在宅生活が困難
な高齢者に対し養護老人ホーム
への入所措置を行います。

養護老人
ホーム等措
置事業

　さまざまな理由に伴う
在宅生活が困難な高齢者
に係る適切な措置対応が
必要なことから、当該事
業の適切な実施を指標と
します。

　環境上の理由や経
済的理由により在宅
生活が困難な高齢者
に対し、入所措置を
行っていきます。

　環境上の理由や経済的
理由により在宅生活が困
難な高齢者に対し、入所
措置を行う必要がありま
す。

4

　環境上の理由や経済的
理由により在宅生活が困
難な高齢者に対し、安定
した生活の場を提供する
ことができたとともに、
安心で自立した日常生活
を過ごすことにより入所
者の福祉の増進を図るこ
とができました。

現状維持

　独居高齢者世帯等が増
加している中、さまざま
な理由により在宅生活が
困難な高齢者を措置入所
による支援を行い、安心
で自立して生活できる場
を確保することは今後も
必要であると考えます。

高齢福祉課
一次予防
事業

　介護予防一般高齢者施策事業
の対象者は、おもに介護認定を
受けておらず、特定高齢者に含
まれない高齢者が対象となりま
す。高齢者の皆さんが、今の状
態を保持し、さらに元気になら
れ、住みなれた地域や家庭でい
つまでも暮らしていけるように
事業を推進します。

細目に係る
事業の推進

　細目事業が複数あり、
本事業は当該細目事業の
集約であることから定性
的な目標とするもので
す。

　細目事業のとお
り、高齢者に対する
支援を行っていきま
す。

　おおむね目標を達成で
きています。

3

　地域の高齢者に対し
て、介護予防や閉じこも
りの予防に努めることが
できましたが、参加者の
増加のため、啓発してい
く必要があります。

現状維持

　高齢者が、自宅で元気
よく暮らしてもらうため
にも、これからも各教室
の開催・健康のための指
導や事業の啓発を行いま
す。

高齢福祉課

介護予防
ケアマネ
ジメント
事業

　要支援１及び要支援２認定者
に対し、自立保持のため、具体
的目標を明確にし、個々の高齢
者の心身状況や生活環境、廃用
や生活機能低下が生じた原因に
応じた総合的かつ効果的な支援
計画を作成するとともに、介護
保険（在宅）サービスの提供を
確保し、一定期間経過後の目標
達成状況を評価し、必要に応じ
計画の見直しを行います。

生活機能を
改善・向上

　要支援１・要支援２の
認定者を対象に、介護保
険（在宅）サービスを利
用するために必要となる
介護予防支援計画（ケア
プラン）作成や目標達成
状況評価等に係る支援計
画費の支払いを行いま
す。

240人 373人
　地域の要支援者数の増
加に伴い、委託料の支払
件数も増加しました。

4

　要支援１・要支援２の
認定者を対象に、介護保
険（在宅）サービスを利
用するために必要となる
介護予防支援計画（ケア
プラン）の作成や目標達
成状況評価等に係るサー
ビス提供内容、ケアプラ
ン作成状況等を確認する
ことにより、委託先の居
宅介護支援事業所におい
ても適切なケアマネジメ
ントによるサービス提供
を行うことができまし

現状維持

　適切なケアマネジメン
トによるサービスの提供
を行っていけるよう努め
ます。

高齢福祉課
総合相談
事業

　高齢者や高齢者を介護してい
る家族に対し、包括支援セン
ターのブランチ窓口として、在
宅介護等に関する身近な総合的
な相談に応じるため、介護方法
や高齢者福祉に関する制度の周
知や様々な相談業務を市内11
箇所の在宅介護支援センターに
委託します。

在宅介護等
に関する的
確な対応

　高齢者が住み慣れた地
域で安心して暮らせる環
境づくりを定性的な目標
とします。

高齢者が住み慣れた
地域で安心して暮ら
せる環境づくり

　地域包括支援センター
を中心とする各種団体や
組織間のネットワークづ
くり、地域住民の意識啓
発等の取り組み、地域住
民を主体とした見守り体
制等、地域ケア体制の構
築を図ります。

4

　介護・高齢者福祉に関
する相談や保健福祉サー
ビスの利用手続きの受
付・代行を行い、また、
地域包括支援センター等
との連携を図ることによ
り、地域の中で高齢者が
安心して生活が送れるよ
う地域の相談窓口として
の役割を果たし、地域ケ
ア体制の推進を図ること
ができました。

現状維持

　地域包括支援センター
を中心とする各種団体や
組織間のネットワークづ
くり、地域住民の意識啓
発等の取組、地域住民を
主体とした見守り体制
等、更なる地域ケア体制
の構築を図ります。

高齢福祉課
権利擁護
事業

　認知症高齢者等の権利擁護対
策の推進を図り，住み慣れた地
域で安心して生活を送ることが
できる社会を構築します。

高齢者等の
権利侵害防
止等の推進

　身寄りがない等、親族
による後見等開始の申立
てが期待できない認知症
高齢者等がその権利を行
使できるよう、高齢者の
権利擁護対策を推進しま
す。

　高齢者に対する権
利侵害の防止を図り
ます。

　認知症高齢者等の権利
擁護の充実を図る必要が
あります。

3

　地域高齢者や関係機関
に対し、充分な周知を図
るためリーフレットを購
入し、窓口配布や民生委
員等の地域住民への説明
会での活用を行いまし
た。事業周知に役立てる
事ができましたが、さら
に配布先の拡大に努めま
す。

現状維持

　高齢者に対する虐待通
報数や認知症高齢者数も
増加している現状を踏ま
え、成年後見制度等の権
利擁護に係る諸制度の普
及啓発を行いながら、今
後も高齢者の権利擁護対
策の推進を図ります。
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高齢福祉課

包括的・
継続的ケ
アマネジ
メント支
援事業

　高齢者及びその家族に対し、
地域住民の心身の健康の保持及
び生活の安定のために必要な援
助を行うことにより、その福祉
の増進及び保健医療の向上を包
括的に支援することを目的と
し、地域の中核機関として平成
18年４月に創設した市包括支
援センターの運営に要する費用
であり、①介護予防事業のケア
マネジメント、②包括的・継続
的ケアマネジメント、③虐待防
止・権利擁護、④総合相談・支
援の包括的支援事業、⑤委託先
包括支援センターの運営に係る
支援等を行います。

介護予防･生
活支援の推
進

　介護サービス事業者、
介護支援専門員などとの
多職種協働や、地域の関
係機関との連携を通じて
ケアマネジメントの後方
支援を行います。

　介護支援専門員の
資質向上と、各種研
修会の開催、ケアプ
ラン作成技術の指導
助言・相談等を行い
ます。

　津市内に９ヵ所設置さ
れている地域包括支援セ
ンターが、それぞれの地
域において多職種間での
連携を深め、ケアマネジ
メントの後方支援を行う
ことができました。

3

　住み慣れた地域で、高
齢者が自立した生活が続
けられるように、地域に
おける総合的・中心的な
支援機関として関係機関
と連携を図りました。ま
た、委託先地域包括支援
センターへの適正な運営
に係る支援を行うことが
できました。

拡充・充
実

　介護支援専門員の資質
向上や他機関とのネット
ワーク構築は、適切な介
護サービスの提供につな
がるため、引き続き、事
業の実施が必要です。ま
た、認知症初期集中支援
チームを立ち上げ認知症
の早期発見・早期対応を
充実していきます。

高齢福祉課 任意事業

　一般の高齢者等を対象とし
て、高齢者の生活支援、家族支
援等を行うことにより、広く介
護予防につながる事業を展開し
ていきます。

任意事業

　細目事業が複数あり、
本事業は当該細目事業の
集約であることから定性
的な目標とするもので
す。

　第６次高齢者福祉
計画・第５期介護保
険事業計画の策定に
より実施します。

　第６次高齢者保健福祉
計画・第５期介護保険事
業計画に基づき概ね実施
できました。

4

　介護者の心身の負担軽
減や経済的負担の軽減に
より、高齢者の在宅生活
の継続向上を図ることが
できました。

現状維持

　徘徊高齢者家族支援
サービス事業や成年後見
制度事業といった高齢者
の生活向上や維持するこ
とができ、今後も継続し
て事業を展開していく必
要があります。

高齢福祉課

地域包括
支援セン
ター運営
事業

　高齢者が、地域の中で心身の
健康の保持及び生活の安定のた
めに必要な援助を行うことによ
り、その福祉の増進及び保健医
療の向上を包括的に支援するこ
とを目的とします。

地域包括支
援センター
設置箇所数

　国が示す目安に地域特
性等を考慮し、設置箇所
数の設定

9箇所 9箇所

　高齢者の増加に伴い、
地域に密着した総合相
談、支援の場として地域
包括支援センターの体制
強化と関係機関との連携
作りに努めます。

3

　高齢者福祉の拠点とし
て、地域包括支援セン
ターを中心に、地域にお
ける総合相談、支援、介
護予防ケアマネジメン
ト、地域の見守りネット
ワークなど、一体的・包
括的に支援を行う地域ケ
ア体制の構築を図ってい
きます。

拡充・充
実

　高齢者福祉の拠点とし
て、地域包括支援セン
ターの体制強化に努め、
各地域の関係機関とも連
携を行い、高齢者が住み
慣れた地域で生活ができ
るように地域包括ケアシ
ステムの構築、推進に努
めます。

障がい福祉
課

障害者総
合支援法
関係事業

　障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律（以下「障害者総合支援法」
という。）に基づき、障がい者
（児）の自立と社会参加を促進
するため、障がい者（児）の
個々の特性や環境に応じ、必要
な障がい福祉サービスを提供し
ます。（介護給付、訓練等給
付、地域生活支援事業、自立支
援医療、補装具等）

障がい福祉
サービスの
適切な提供

　障がい者等の社会参加
と社会的自立の向上を目
指します。

　障害者総合支援法
に基づき障がい者
（児）が必要なサー
ビスを受け、地域で
安心して暮らすこと
ができるよう取り組
みます。

　障がい者（児）の有す
る能力及び適性、環境に
応じ、必要な障がい福祉
サービスを提供すること
で、自立と社会参加の促
進に貢献することができ
ました。

4

　障がい福祉サービス及
び地域生活支援事業の実
施により、障がいのある
方の生活支援及び社会参
加の促進を図ることがで
きました。また、平成
25年度から障害者自立
支援法に代わり、障害者
総合支援法が施行され、
一部平成26年度の施行
となりました。今後も法
制度の改正を見極めなが
ら適正に対応していきま
す。

現状維持

　障がいのある方の社会
生活を支えていく上で、
必要なサービスであり、
今後も法制度の見直しや
改正を見極めながら引き
続き実施していきます。
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障がい福祉
課

障害者福
祉事業

　特別障害者手当等の各種手当
を支給することにより、障がい
者（児）及びその保護者への経
済的支援を行い、障がい者の社
会福祉の向上を図るため障がい
者団体に活動補助金を支給しま
す。
　また、障がいのある児童に対
し、日常生活における基本的な
動作の指導や生活能力向上のた
めの訓練、集団生活への適応訓
練等を行うため、児童福祉法に
基づく給付を行い、障がい児の
居場所の確保を図ります。

障がい者計
画の推進

　障がい者が地域社会の
中で主体的に人生を送る
ことができるよう、社会
参加と社会的自立の向上
を目指します。

津市障がい者計画の
基本目標の実現に向
け、各施策の方向に
記載されている事項
に取り組んでいきま
す。

　障がい者等の経済的、
精神的負担を軽減すると
ともに、経済的な支援を
もとにした自立と社会参
加の促進を図ることがで
きました。

4

　障がい者数は、年々増
加傾向にあり、障がい者
福祉施策の重要性は、ま
すます高まっています。
障がい者へ経済的支援を
行うとともに、自立や社
会参加を促進するために
事業を推進しました。

現状維持

　障がい者（児）や家族
の経済的・精神的負担の
軽減、社会参加や地域で
の自立した生活の促進を
図っていくため、今後も
引き続き事業を実施して
いきます。

援護課

住宅確
保・就労
支援員設
置事業

　離職者であって就労意欲及び
就労能力のある者のうち、住宅
を喪失している者又は喪失する
恐れのある者に対して住宅支援
給付を行うことにより、住宅及
び就労機会の確保に向けた支援
を行うための住宅確保・就労支
援員の雇用を行います。

緊急経済対
策における
住まい対策
の拡充

　派遣切りやリストラに
より、住居を喪失した者
又は喪失する恐れのある
者に家賃扶助を行うこと
により、生活基盤の安定
化を図り、求職活動等再
チャレンジに向けての環
境整備を図ります。

180件 24件

　雇用失業情勢に対
応した経済危機対策
の位置付けで、離職
者の内で就労意欲、
就労能力のある者に
住宅及び就労機会の
確保を図ります。

　離職者であって就労意
欲のある者に対して、必
要な家賃扶助を実施する
ことができました。

4

　離職者であって就労意
欲のある者のうち、住宅
を喪失している者又は喪
失する恐れのある者に対
して住宅手当を支給する
ことにより、住宅及び就
労機会の確保に向けた支
援を行いました。

廃止

　平成２７年４月からは
生活困窮者自立支援制度
における住居確保給付金
事業として実施しまし
た。

援護課
生活保護
事務事業

　生活保護の適正実施のため、
扶養義務者調査や医療扶助の決
定、実施に関し、嘱託医を設置
するとともに、診療報酬明細書
点検の業務委託を行います。

支援の適正
化、安定化

　生活保護の適正実施に
より社会保障の充実を図
ります。

　レセプト点検及び
後発医薬品の使用啓
発により医療扶助の
適正化に努めます。

レセプト点検枚数
61,205枚

4

　就労支援プログラムに
よる就労支援による自立
への支援や、嘱託医の配
置やレセプト点検による
医療扶助の適正執行に努
めるなど、生活保護の適
正実施に努めました。

拡充・充
実

　生活保護の適正実施に
向け、必要となる事務事
業を進めることができま
した。

援護課
住宅手当
緊急特別
措置事業

　第二のセーフティネットとし
て、「住宅を喪失した離職者」
及び「喪失する恐れのある離職
者」を対象に就労活動及び就労
支援員の面接を受けることなど
を前提として、賃貸住宅の家賃
（津市の生活保護住宅扶助基準
額を上限とする。）を家主又は
委託管理会社へ降り込み、離職
者の住宅及び就労機会の確保を
図ります。（補助率10/10）

緊急経済対
策における
住まい対策
の拡充

　派遣切りやリストラに
より、住居を喪失した者
又は住居を喪失する恐れ
のある者に家賃扶助を行
うことにより、生活基盤
の安定化を図り、求職活
動等再チャレンジに向け
ての環境整備を図りま
す。

150件 24件

　雇用失業情勢に対
応した経済危機対策
の位置付けで、離職
者した者で就労意
欲、就労能力のある
者に住宅の確保と就
労機会の確保を図り
ます。

　当該事業は、生活保護
法上の「保護の補足性」
である他法による扶助、
他施策の優先に当たら
ず、預貯金や就労収入が
生活保護の基準以下の
ケースが多くなっていま
す。

4

　生活保護に陥る手前の
第２のセーフティネット
として、ハローワーク、
社会福祉協議会との連携
のもと、住宅確保と就労
機会の確保に向けた支援
を行っているが、利用者
は全国的にも少ない現状
です。

廃止

　平成２７年４月からは
生活困窮者自立支援制度
における住居確保給付金
事業として実施しまし
た。

援護課

生活困窮
者自立支
援法関係
事業

　生活保護に至る前の段階の自
立支援策の強化を図るため、生
活困窮者に対して包括的な支援
を行い、生活困窮者の自立と尊
厳の確保及び生活困窮者支援を
通じた地域づくりを行います。

　生活保護に至る前の段
階から早期に支援を行う
ことにより、生活困窮状
態から早期自立を支援し
ます。

制度の円滑な施行に
向けた周知啓発

　制度の円滑な施行に向
けた周知啓発を行いまし
た。

1

　平成２６年度は平成２
７年４月からの円滑な施
行に向けて、関連部署や
関係機関、民生委員等に
対する制度説明及び協力
依頼と市広報により市民
への周知啓発に努めまし
た。

拡充・充
実

　生活困窮者の早期把握
と本人の状況に応じ、既
存の制度を活用しつつ必
要な支援を行い、生活困
窮状態からの脱却と図り
ます。

援護課
生活保護
費支給事
業

　日本国憲法第２５条に規定す
る理念に基づき、国が生活に困
窮するすべての国民に対し、そ
の困窮の程度に応じ、必要な保
護を行い、その最低限度の生活
を保障するとともに、その自立
に向けた支援を行います。

自立への支
援

　公私の援助を受けず自
分の力で社会に適応した
生活を営むことができる
ように支援していきま
す。

　生活保護受給者等
就労自立促進事業に
よるハローワークと
の連携により、稼働
年齢層の就労支援に
努めます。

　自立支援の達成度を設
定するのが困難です。

3

　生活保護制度の適正な
運用、就労支援プログラ
ムの活用による早期の就
労自立、適切な指導、相
談及び助言による自立助
長に努めます。

現状維持

　生活保護制度の適正な
運用に努め、稼働能力の
ある被保護者には、就労
支援プログラムの活用に
よる適切な指導、相談及
び助言により、早期の就
労自立支援を行っていき
ます。
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指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
平成27年度
以降の事業
の方向性

所見

所管課長等による評価

課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成26年度） 事業の評価

介護保険課
認定調査
等事業

　被保険者が給付を受けるため
には、要介護度・要支援度の認
定を受けることが必要であり、
介護認定審査会でその審査・判
定を行っています。
　当事業では、申請者が速やか
に介護認定を受けていただくた
めに、認定審査会の運営を除く
認定処理（認定申請の受付、審
査資料の基となる認定調査票・
主治医意見書の作成、審査後の
結果通知の発送等）を行ってい
ます。
　なお、介護認定審査会の運営
については別事業で行っていま
す。

申請から認
定通知の発
送までの迅
速な対応

　高齢化に伴い増加する
認定申請に対応し、申請
から認定通知の発送まで
を迅速に行います。

　申請から認定通知
の発送までを迅速に
行います。

　認定申請の増に伴い、
調査件数等も増加した結
果、法定の処理日数で対
応できない申請が前年度
より微増となり、早期解
消に向け迅速に対応する
よう努めました。

3

　前年度より引き続き、
法定の処理日数内で対応
できない遅延分の申請に
ついて、早期解消に努
め、その他についても遅
滞なく処理を進めていく
必要があります。
　認定調査の対応の遅れ
については、調査員の補
充や処理の迅速化・適正
化等について委託先と調
整を行い、法定日数内で
の対応を目標として適正
な処理に努めています。
　また、調査実施後に委
託先から提出された調査
票の処理等、その後の手
続きについても速やかに
処理を進めるなど、介護
サービスを必要とする被
保険者の申請に対し、適
正かつ迅速に対応してい
くべく取り組みます。

現状維持
　介護が必要な被保険者
ため、適正かつ速やかな
認定処理を行います。

介護保険課
審査会一
般管理事
業

　被保険者が給付を受けるため
には、要介護度等の認定を受け
ることが必要です。その審査・
判定を行うために、介護認定審
査会を設置しています。
　当事業では介護認定審査会の
運営が円滑に行われるよう、介
護認定審査会資料の作成・送
付、各委員への連絡調整等を
行っています。

迅速な審査
資料の作
成・認定審
査会の連絡
調整

　適正かつ迅速に認定審
査会が開催できるよう、
審査資料の作成・認定審
査会の連絡調整を行いま
す。

　適正かつ迅速に認
定審査会が開催でき
るよう、審査資料の
作成・認定審査会の
連絡調整を行いま
す。

　認定申請件数について
前年度よりやや増加傾向
でしたが、適正に処理す
ることができました。

4

　介護認定審査会を迅
速・適切に開催し、円
滑・適正な運営を行うこ
とができました。

現状維持

　介護認定審査会を今後
も引続き迅速・適切に開
催し、円滑・適正な運営
を行います。

介護保険課
介護認定
審査会運
営事業

　被保険者が給付を受けるため
には、要介護度等の認定を受け
ることが必要であり、その審
査・判定を行うため介護認定審
査会を設置しています。
　当事業は介護認定審査会の運
営を行っており、申請者数に対
応し、適切かつ迅速に介護認定
審査会を開催します。

介護認定審
査会の適切
かつ迅速な
開催

　高齢化に伴う介護認定
申請者数の増加に対応
し、適切かつ迅速に介護
認定審査会を開催しま
す。

　高齢化に伴う介護
認定申請者数の増加
に対応し、適切かつ
迅速に介護認定審査
会を開催します。

　認定申請件数について
前年度よりやや増加傾向
でしたが、適正に処理す
ることができました。

4

　介護認定審査会を迅
速・適切に開催し、円
滑・適正な運営を行うこ
とができました。

現状維持

　介護認定審査会を今後
も引続き迅速・適切に開
催し、円滑・適正な運営
を行います。

介護保険課
趣旨普及
事業

　介護保険制度は、４０歳以上
の被保険者の介護サービスを提
供する仕組みとして、社会保険
方式により平成１２年に制度が
創設されました。
　介護保険制度の理解は、適正
なサービス利用や公平な負担
（利用負担金や保険料）に繋が
り、介護保険事業の適正な運営
に資することから、広報等によ
る啓発とともに、窓口等での問
い合わせに対し分かり易く説明
を行うなど、制度を理解いただ
くよう努めていきます。

パンフレッ
ト等による
啓発と窓口
等での啓
発・説明

　主たる事業が啓発であ
り、成果自体の客観的な
数値が出し難いため、啓
発を通じた窓口等での対
応などを通じ、分かり易
い説明に努めます。

　パンフレット等の
配置・配布と市民に
対する分かり易い説
明を行います。

　パンフレット等を配置
すると共に、市民に対し
ては、窓口や電話などで
わかりやすく説明を行い
ました。

4

　市民からの介護保険制
度に係る質問に対し、適
切に回答を行い制度の周
知・啓発・理解に努める
ことができました。

現状維持
　市民に対し介護保険制
度の周知・啓発を継続し
て行います。
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介護保険課
計画策定
等関係事
業

　介護保険制度においては、3
年毎に高齢者福祉計画の策定と
同時に介護保険事業計画を策定
することとなっています。　計
画では市内における必要なサー
ビス量と保険給付費、そして被
保険者が負担する介護保険料を
試算し、バランスの取れた内容
にしていくことが必要です。

現行介護保
険事業計画
の実施と次
期計画の策
定

　「第６次高齢者福祉計
画・第５期介護保険事業
計画」に基づく地域密着
型サービスや地域包括支
援センターに関する審議
を行い、計画の着実な推
進を図る必要がありま
す。また、次期計画の策
定に向け、国における制
度の改廃等に留意し、情
報収集に努めるととも
に、策定をスムーズに進
めることができるよう事
前準備に努めます。

第６次高齢者福祉計
画・第５期介護保険
事業計画の推進と次
期計画の策定

　市民へのアンケート調
査、関係機関の意見等を
踏まえ、平成２７年度か
ら２９年度までを期間と
する第７次高齢者福祉計
画・第６期介護保険事業
計画を策定しました。

3

　計画策定業務を遂行す
るとともに、新たに開設
される地域密着型サービ
ス施設や地域包括支援セ
ンターについて審議を行
いました。

現状維持

　平成２６年度は次期計
画の策定において、２０
２５年に向けた地域包括
ケアの構築を目指した地
域づくりを目標に計画を
策定しました。中でも、
介護予防・日常生活支援
総合事業への対応、負担
能力に応じた保険料設定
となるような段階の設定
を行いました。
　平成２７年度以降につ
いては、介護保険事業等
検討委員会において、引
続き地域密着型サービス
や同施設サービス、地域
包括支援センターに関す
る事項に加えて、介護予
防・日常生活支援総合事
業についても審議を行う
とともに、介護保険事業
の円滑かつ適切な運営を
行っていく必要がありま
す。

介護保険課

居宅介護
サービス
等給付事
業

　在宅の要介護認定者に対して
行なわれたサービスに対し、事
業者へ介護報酬の支払いを行い
ます。
（在宅介護とは、自宅で介護を
受けている市民に対するサービ
スで、訪問介護サービスなどが
あります。）

適正な介護
報酬の支払
い

　介護保険制度では、被
保険者へのサービス提供
と介護報酬の支払いは一
体であり、介護保険法に
より事業の内容や給付内
容が定められています。
引続き効率的な事務を行
なうため努力を行なって
いきます。

　介護報酬の支払い
と、内容確認を的確
に行ないます。

　適正な介護報酬の支払
いを行いました。

4
　適正な給付に努めると
ともに、効率的な事務を
行うことができました。

現状維持

　介護報酬について、適
正な支払を行うため、引
き続き支払内容の精査を
行います。

介護保険課

地域密着
型介護
サービス
給付事業

　在宅及び入所の要介護認定者
に対して行なわれたサービスに
対し、事業者へ介護報酬の支払
いを行います。（地域密着型介
護サービスとは、市町単位の地
域の中で、在宅や入所のサービ
スを提供します。したがって、
サービスを受けられるのは市民
に限られます。小規模多機能型
居宅介護サービスやグループ
ホーム等があります。）

適正な介護
報酬の支払
い

　介護保険制度では、被
保険者へのサービス提供
と介護報酬の支払いは一
体であり、介護保険法に
より事業の内容や給付内
容が定められています。
引続き効率的な事務を行
なうため努力を行なって
いきます。

　介護報酬の支払い
と、内容確認を的確
に行ないます。

　適正な介護報酬の支払
いを行いました。

4
　適正な給付に努めると
ともに、効率的な事務を
行うことができました。

現状維持

　介護報酬について、適
正な支払を行うため、引
き続き内容確認等の精査
を行います。

介護保険課
高額サー
ビス事業

　要介護者・要支援者の１ヶ月
のサービスに対する利用負担金
が、一定の上限を超えた場合、
申請により高額サービス費とし
て支給をし利用者の負担の軽減
を図ります。

適正な高額
サービス費
の支払い

　介護保険制度では、被
保険者へのサービス提供
と介護報酬等の支払いは
一体であり、介護保険法
により事業の内容も給付
内容が定められていま
す。引続き効率的な事務
を行なうため努力を行っ
ていきます。

　適正な事務処理に
努めます。

　適正な支払いを行うこ
とができました。

4
　適正な給付に努めると
ともに、効率的な事務を
行うことができました。

現状維持
　利用者の負担軽減を図
るため、引き続き事業を
行います。

介護保険課

施設介護
サービス
等給付事
業

　要介護認定者が施設に入所し
サービスを受けます。当該サー
ビスを提供した事業者に対し介
護報酬の支払いを行います。
（施設介護サービスとは、施設
に入所することによりサービス
を提供します。特別養護老人
ホームなどがあります。）

適正な介護
報酬の支払
い

　介護保険制度では、被
保険者へのサービス提供
と介護報酬の支払いは一
体であり、介護保険法に
より事業の内容や給付内
容が定められています。
引続き効率的な事務を行
なうため努力を行なって
いきます。

　介護報酬の支払い
と、内容確認を的確
に行ないます。

　適正な介護報酬の支払
いを行いました。

4
　適正な給付に努めると
ともに、効率的な事務を
行うことができました。

現状維持

　介護報酬の適正な支払
を行うため、引き続き内
容確認等の精査を行いま
す。
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介護保険課
福祉用具
購入事業

　福祉用具の購入事業とは、要
介護認定者が日常生活を行える
ように、特定福祉用具を購入し
た時に購入費を支給するサービ
スです。

適正な福祉
用具購入
サービスの
提供

　高齢化社会の進展と共
に、福祉用具が必要な被
保険者は増えています。
ニーズにあった福祉用具
を提供することにより、
よりよい生活ができるよ
う、適正な説明・指導を
行なっていきます。

　適正な福祉用具購
入サービスの提供に
努めます。

　適正な介護報酬の支払
いを行いました。

4
　適正な給付に努めると
ともに、効率的な事務を
行うことができました。

現状維持
　福祉用具が必要な市民
に対し、引き続き、購入
費の支援を行います。

介護保険課
住宅改修
事業

　要介護認定者が、自宅で安全
に安心に暮らせるように自宅の
改修（手すりの取り付け、段差
解消等）を行なう時に、住宅改
修費の給付を行ないます。

適正な住宅
改修サービ
スの提供

　高齢化社会の進展と共
に、自宅改修が必要な被
保険者は増える傾向にあ
ります。被保険者が暮ら
しやすい環境をつくるた
め、効果的にサービスを
提供できるよう、要介護
認定者の事前相談等につ
いて、適切な説明・指導
を行ないます。

　適正な住宅改修
サービスの提供に努
めます。

　適正な介護報酬の支払
いを行いました。

4
　適正な給付に努めると
ともに、効率的な事務を
行うことができました。

現状維持

　在宅での生活支援は要
介護度の重度化を防止す
ると共に、在宅サービス
の充実にも役立つことか
ら、引き続き事業を行い
ます。

介護保険課
サービス
計画給付
事業

　要介護認定者が必要なサービ
スを受けるためには、ケアマネ
ジャー（介護支援専門員）等が
本人、家族の意向を確認し、
サービス事業者と連絡調整を行
い居宅サービス計画を作成しま
す。
　当該計画の作成に対し、居宅
介護支援事業者へ介護報酬の支
払いを行います。

適正な介護
報酬の支払
い

　介護保険制度では、被
保険者へのサービス提供
と介護報酬の支払いは一
体のもので、介護保険法
により事業の内容や給付
内容が定められていま
す。引続き効率的な事務
を行なうため努力を行
なっていきます。

　介護報酬の支払い
と、内容確認を的確
に行ないます。

　適切な介護報酬の支払
いを行いました。

4
　適正な給付に努めると
ともに、効率的な事務を
行うことができました。

現状維持

　引き続き、適切な在宅
サービス計画の作成が行
われるよう給付内容の精
査を行います。

介護保険課

介護予防
サービス
等給付事
業

　要支援認定者の心身機能の維
持を図るためのサービスです。
要支援認定者のケアプランを作
成し、プランに基づき、訪問介
護や訪問リハビリテーションな
どのサービスを事業所が提供す
るとともに、住宅改修や福祉用
具の費用の給付を行ないます。

適正な介護
報酬等の支
払い

　介護保険制度では、被
保険者へのサービス提供
と介護報酬等の支払いは
一体であり、介護保険法
により事業の内容も給付
内容が定められていま
す。引続き効率的な事務
を行なうため努力を行っ
ていきます。

　介護報酬等の支払
いと、内容確認を的
確に行ないます。

　決算額と実績の増加
は、高齢者の増加による
自然増と考えられます。

4
　適正な給付に努めると
ともに、効率的な事務を
行うことができました。

現状維持

　要支援認定者のケアプ
ランの作成が適切に行わ
れるよう内容確認等の精
査を行います。

介護保険課
高額医療
合算サー
ビス事業

　介護保険と医療保険の両方の
利用者負担を年間で合算しく高
額となった場合、限度額を超え
た部分を支給する事業です。

適正な高額
医療合算
サービス費
の支払い

　介護保険制度では、被
保険者へのサービス提供
と介護報酬等の支払いは
一体であり、介護保険法
により事業の内容も給付
内容が定められていま
す。引続き効率的な事務
を行なうため努力を行っ
ていきます。

　該当者への説明と
的確な給付を行いま
す。

　適正な支払いを行うこ
とができました。

4
　適正な給付に努めると
ともに、効率的な事務を
行うことができました。

現状維持
　利用者の負担軽減を図
るため、引き続き事業を
実施します。
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指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
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以降の事業
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所管課長等による評価

課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成26年度） 事業の評価

介護保険課
二次予防
事業

　「いきいき健康チェックリス
ト（基本チェックリスト）」の
実施により、65歳以上の要介
護状態等となるおそれの高い人
を把握し、運動器機能向上事
業、栄養改善事業、口腔機能向
上事業などの介護予防教室への
参加を促し、介護や支援が必要
となる状態を予防するもので
す。
　27年度は高齢者を年齢や心
身の状況等によって分け隔てる
ことなく、住民運営の通いの場
を充実させ、人と人とのつなが
りを通じて、参加者や通いの場
が継続的に拡大していくような
地域づくりを推進することが重
要であることから、二次予防事
業は行わず、従来の一次予防事
業に重点的に取り組んでいきま

二次予防事
業参加者延
べ人数

二次予防事業参加者延べ
人数（第６次高齢者福祉
計画・第５期介護保険事
業計画による）

4,770人 2,946人
　教室への参加勧奨、周
知を徹底し、参加人数が
増になりました。

3

　二次予防事業の運動器
機能向上事業、栄養改善
事業、口腔機能向上事業
の教室等への参加延べ人
数も増加し、介護予防に
対する意識の向上と維持
継続の推進を図り、介護
予防に努めることができ
ました。

廃止

　高齢者を年齢や心身の
状況等によって分け隔て
ることなく、住民運営の
通いの場を充実させ、人
と人とのつながりを通じ
て、参加者や通いの場が
継続的に拡大していくよ
うな地域づくりを推進す
ることが重要であること
から、二次予防事業は行
わず、従来の一次予防事
業に重点的に取り組んで
いきます。

保険医療助
成課

国民年金
事務費

　第１号被保険者に係る関係届
書の受付・審査・報告、免除
（法定・申請）関係届等の受
付・審査・報告、第１号被保険
者期間のみの年金裁定請求書の
受付・審査・報告、障害基礎年
金の現況届の受付・審査・報
告、老齢福祉年金の関係届書の
受付・審査・報告、第１号被保
険者に係る適用関係相談などを
行います。法定受託事務以外の
届書等の回送、住所変更情報・
未納者対策所得情報等の各種情
報提供等の協力・連携事務を実
施します。

国民年金の
適正な事務
執行

　国民年金市町村処理要
綱に基づき法定受託事務
を適正に行います。

　国民年金市町村処
理要綱に基づき法定
受託事務を適正に行
います。

　目標を達成できまし
た。

4

　国民年金市町村処理要
綱に基づき法定受託事務
を適正に行いました。国
民年金事務に係る協力・
連携を行うことにより、
住民サービスの向上と日
本年金機構におけるより
迅速な事務処理に寄与す
ることができました。

現状維持

国民年金市町村処理要綱
に基づき法定受託事務を
適正に行います。国民年
金事務に係る協力・連携
を行うことにより、住民
サービスの向上と日本年
金機構におけるより迅速
な事務処理に寄与してい
きます。

保険医療助
成課

一般事務
費

　75歳以上の高齢者及び65歳
以上で一定の障がいがあり、申
請して認定を受けた人を対象と
して、平成20年4月１日から施
行された後期高齢者医療制度の
事務事業を実施しています。三
重県後期高齢者医療広域連合と
の役割分担の中で、市町の役割
として、被保険者資格の取得・
喪失、各種保険給付等に係る申
請の受付事務等を行うととも
に、広報経費や電算処理システ
ム（広域連合とデータ連携して
いる標準システム）委託料等に
要する経費の執行管理を行いま
す。

制度の適正
な運営

　後期高齢者医療制度の
資格・給付に係る適正な
事務処理に努めます。

　後期高齢者医療制
度の適正な運営に努
めます。

　目標を達成できまし
た。

4
　高齢者に対する医療の
確保のため、適切な事務
事業を実施しました。

拡充・充
実

　後期高齢者医療制度は
定着したとの認識の下、
政府与党は当該制度の改
善を図ろうとしていま
す。本市としては現行制
度の啓発、保険料の収納
などに引き続き取り組ん
でいます。
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保険医療助
成課

徴収事務
費

　75歳以上の高齢者及び65歳
以上で一定の障がいがあり、申
請して認定を受けた人を対象と
して、平成20年4月１日から施
行された後期高齢者医療制度の
事務事業を実施しています。三
重県後期高齢者医療広域連合と
の役割分担の中で、市町の役割
として、保険料の月割賦課や徴
収・還付に係る事務を担ってお
り、それらの事務を一元的に管
理する電算システム委託料、納
付書・督促状・催告書の通信運
搬費等の徴収事務に要する経費
の執行管理を行います。

制度の適正
な運営

　後期高齢者医療保険料
の賦課徴収に係る適正な
事務処理に努めます。

　後期高齢者医療制
度の適正な運営に努
めます。

　目標を達成できまし
た。

4

　後期高齢者医療保険料
の適切な賦課・徴収のた
めに事務事業を実施しま
した。

拡充・充
実

　後期高齢者医療保険料
の賦課・徴収をさらに充
実させていくために効率
的な予算執行に努めま
す。

保険医療助
成課

後期高齢
者医療広
域連合納
付金

　後期高齢者医療制度の保険者
である三重県後期高齢者医療広
域連合の円滑な運営に資するた
めに、当該広域連合に負担金を
納付します。

制度の適正
な運営

　三重県後期高齢者医療
広域連合に負担金を支出
し、広域連合の財政的安
定化に寄与します。

　後期高齢者医療制
度の適正な運営に努
めます。

　目標を達成できまし
た。

4

　医療保険者である三重
県後期高齢者医療広域連
合の適正な運営に寄与す
ることができました。

拡充・充
実

　後期高齢者医療制度の
改善に向けた国の動向を
注視しながら、三重県後
期高齢者医療広域連合の
適正な運営に貢献してい
きます。

保険医療助
成課

保険料還
付金

　被保険者の資格喪失や所得修
正申告等により後期高齢者医療
保険料（過年度分）過誤納付金
が発生するため、その返還を行
うことにより、被保険者の適正
な保険料負担を確保します。

制度の適正
な運営

　後期高齢者医療保険料
の還付に係る適正な事務
処理に努めます。

　後期高齢者医療制
度の適正な運営に努
めます。

　目標を達成できまし
た。

4
　被保険者の適正な保険
料負担のために適正な事
務処理を行いました。

現状維持
　今後も適正な保険料還
付に係る事務処理に努め
ます。

保険医療助
成課

一般事務
費

　国保事業全般にかかる必要経
費です。（レセプト点検員、国
保連合会との共同電算処理費な
ど）

国保事業の
適正な事務
執行

　国保事業全般にかかる
経常経費で、適正に執行
します。

　国保事業全般にか
かる経常経費で、適
正に執行します。

　目標を達成できまし
た。

4
　国保事業全般に係る経
常経費であり、適正に執
行しました。

現状維持

　国保事業全般に係る経
常経費であり、適正に執
行するとともに、経費削
減に努め、現状を維持し
ます。

保険医療助
成課

賦課徴収
事務費

　国民健康保険事業の健全な運
営のため、賦課徴収を適正に行
うための経常経費です。

収納率

　国民健康保険事業の健
全な運営のために保険料
の収納率向上に努めま
す。

90% 90.4%

　納付お知らせセンター
からの電話による早期の
納付勧奨、コンビニ収納
の利用率の増加のほか、
特別滞納整理推進室と連
携した収納対策及び滞納
処分の取組により収納率
の向上を図ることができ
ました。

3

　納付お知らせセンター
を活用した昼間、夜間、
休日の早期の電話勧奨に
よる納付忘れの防止、コ
ンビニ収納利用による納
付しやすい環境整備、窓
口での納付相談等により
収納率の向上を図ること
ができました。今後も引
き続き、保険料負担の公
平性確保のため、収納対
策に取り組み、収納率の
向上に努めます。

拡充・充
実

　国保事業のうち賦課・
徴収にかかる経費であ
り、適正に執行するとと
もに、経費削減に努めま
す。
　特別滞納整理推進室と
連携した取組のほか、当
課においても、納付誠意
のない滞納者に対して
は、差押え等の滞納処分
を行い収納率向上に努め
ます。

保険医療助
成課

国民健康
保険運営
協議会運
営費

　国民健康保険事業の運営に関
する重要な事項を審議するた
め、被保険者や保険医、保険薬
剤師、公益団体等の代表者１８
名で組織されています。

運営協議会
の開催

　国民健康保険事業会計
の予算、決算等を審議し
ます。

2回 2回

　国民健康保険事業
の運営に関する重要
な事項を審議するた
め、必要に応じて開
催します。

　国保会計の平成27年
度予算、平成25年度決
算が適正であると認めら
れました。また、条例改
正等について承認を得ら
れました。

4

　国民健康保険事業特別
会計の財政運営、条例改
正等の重要問題につい
て、多方面からの広範な
答申ができました。

現状維持

　国民健康保険法に基づ
く協議会の設置であり、
現状を維持します。ま
た、協議会の開催につい
ては、必要に応じ開催し
ます。
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保険医療助
成課

趣旨普及
事業

　国民健康保険事業の啓発のた
め、冊子の発行・広報への搭載
をすることで、国民健康保険制
度の理解度を深めるとともに、
医療費削減を図るために後発医
薬品の普及に努めます。

国保のしお
りの発行部
数

　国民健康保険被保険者
への周知を図ります。

50,000
部

38,852
部

　目標を達成することが
できました。

3

　国民健康保険被保険者
に対し、事業内容の周知
や、後発医薬品の普及に
努めました。今後もより
一層お知らせ内容を充実
し、制度等の普及に努め
ます。

拡充・充
実

　国民健康保険制度への
理解を深めてもらうため
の事業であり、掲載内容
を充実し、制度等の普及
に努めていきます。

保険医療助
成課

一般被保
険者療養
給付費

　診療・薬剤または治療材料の
支給、処置・手術その他の治
療・居宅における療養上の管理
及びその治療に伴う世話、その
他の看護・病院又は診療所への
入院及びその治療に伴う世話、
その他の看護に要する費用のう
ち本人負担を除いた額について
支給し、一般被保険者の健康回
復及び経済的負担の軽減を行い
ます。

保険給付の
適正な事務
執行

　法に基づき、適正に給
付します。

　法に基づき、適正
に給付します。

　目標を達成できまし
た。

4
　法に基づき、適正に給
付しました。

現状維持
　今後も法に基づき、適
正に給付します。

保険医療助
成課

退職被保
険者療養
給付費

　診療・薬剤または治療材料の
支給、処置・手術その他の治
療・居宅における療養上の管理
及びその治療に伴う世話、その
他の看護・病院又は診療所への
入院及びその治療に伴う世話、
その他の看護に要する費用のう
ち本人負担を除いた額について
支給し、退職被保険者の健康回
復及び経済的負担の軽減を行い
ます。

保険給付の
適正な事務
執行

　法に基づき、適正に給
付します。

　法に基づき、適正
に給付します。

　目標を達成できまし
た。

4
　法に基づき、適正に給
付しました。

現状維持
　今後も法に基づき、適
正に給付します。

保険医療助
成課

一般被保
険者療養
費

　療養の給付が受けられない状
況（被保険者証をやむ得ない事
由で提示できなかった場合やコ
ルセット・あんま・マッサー
ジ・鍼灸・柔整等で保険者が治
療の給付が行えない場合など）
で、療養に要した費用から本人
負担を除いた額を給付し、一般
被保険者の健康の回復と経済的
負担の軽減を行います。

保険給付の
適正な事務
執行

　法に基づき、適正に給
付します。

　法に基づき、適正
に給付します。

　目標を達成できまし
た。

4
　適正な給付に努め、被
保険者の自己負担を軽減
することができました。

現状維持
　今後も法に基づき、適
正に給付します。

保険医療助
成課

退職被保
険者療養
費

療養の給付が受けられない状況
（被保険者証をやむ得ない事由
で提示できなかった場合やコル
セット・あんま・マッサージ・
鍼灸・柔整等で保険者が治療の
給付が行えない場合など）で、
療養に要した費用から本人負担
を除いた額を給付し、退職被保
険者の健康の回復と経済的負担
の軽減を行います。

保険給付の
適正な事務
執行

　法に基づき、適正に給
付します。

　法に基づき、適正
に給付します。

　目標を達成できまし
た。

4
　適正な給付に努め、被
保険者の自己負担を軽減
することができました。

現状維持
　今後も法に基づき、適
正に給付します。

保険医療助
成課

審査支払
事務手数
料

　三重県国民健康保険団体連合
会へ診療報酬明細書（レセプ
ト）の審査に係る事務手数料を
支払います。

過誤の適正
な事務処理

　連合会規則に基づき、
適正に支払います。

　連合会規則に基づ
き、適正に支払いま
す。

　目標を達成できまし
た。

4

　レセプト点検を適正・
迅速に行うため、連合会
規則に基づき手数料の支
払を行うことで、医療費
の適正化に寄与すること
ができました。

現状維持

　今後も連合会規則に基
づき、適正に支払いを行
い、医療費の適正化に努
めます。
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指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
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課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成26年度） 事業の評価

保険医療助
成課

一般被保
険者高額
療養費

　手術等の措置が必要な治療に
際し、その費用が高額となった
とき、自己負担の軽減を図り医
療保険の機能をより有効に働か
せるため、同一月に同一医療機
関での自己負担額が自己負担限
度額を超えた場合、その超えた
額を申請により給付し、一般被
保険者の健康の回復と経済的負
担の軽減を行います。

保険給付の
適正な事務
執行

　法に基づき、適正に給
付します。

　法に基づき、適正
に給付します。

　目標を達成できまし
た。

4

　法に基づき、適正に給
付し、被保険者の自己負
担額を軽減することがで
きました。

現状維持
　今後も法に基づき、適
正に給付します。

保険医療助
成課

退職被保
険者高額
療養費

　手術等の措置が必要な治療に
際し、その費用が高額となった
とき、自己負担の軽減を図り医
療保険の機能をより有効に働か
せるため、同一月に同一医療機
関での自己負担額が自己負担限
度額を超えた場合、その超えた
額を申請により給付し、退職被
保険者の健康の回復と経済的負
担の軽減を行います。

保険給付の
適正な事務
執行

　法に基づき、適正に給
付します。

　法に基づき、適正
に給付します。

　目標を達成できまし
た。

4

　法に基づき、適正に給
付し、被保険者の自己負
担額を軽減することがで
きました。

現状維持
　今後も法に基づき、適
正に給付します。

保険医療助
成課

一般被保
険者高額
介護合算
療養費

　医療にかかった費用と介護に
かかった費用を合算して高額と
なるとき、自己負担の軽減を図
り、安心して医療や介護のサー
ビスを利用するため、同じ医療
保険制度の世帯内で、1年間の
医療保険と介護保険の両方の自
己負担額を合算した額が著しく
高額で、自己負担限度額を超え
た場合、その超えた額を申請に
より給付し、一般被保険者世帯
の経済的負担の軽減を行いま
す。

保険給付の
適正な事務
執行

　法に基づき、適正に給
付します。

　法に基づき、適正
に給付します。

　目標を達成できまし
た。

4

　法に基づき、適正に給
付し、利用者の負担軽減
をすることができまし
た。

現状維持
　今後も法に基づき、適
正に給付します。

保険医療助
成課

退職被保
険者等高
額介護合
算療養費

　医療にかかった費用と介護に
かかった費用を合算して高額と
なるとき、自己負担の軽減を図
り、安心して医療や介護のサー
ビスを利用するため、同じ医療
保険制度の世帯内で、1年間の
医療保険と介護保険の両方の自
己負担額を合算した額が著しく
高額で、自己負担限度額を超え
た場合、その超えた額を申請に
より給付し、退職被保険者世帯
の経済的負担の軽減を行いま
す。

保険給付の
適正な事務
執行

　法に基づき、適正に給
付します。

　法に基づき、適正
に給付します。

　実績無しのため、分析
不可です。

4

　平成２６年度は申請が
ありませんでしたが、今
後も法に基づき、適正な
給付を行い、利用者の負
担軽減に努めます。

現状維持
　今後申請があった場合
には法に基づき、適正に
給付します。

保険医療助
成課

一般被保
険者移送
費

　移動困難な被保険者を、一時
的・緊急的な必要性により病院
等に移送したときに、申請によ
り支給します。

適正な事務
執行

　法に基づき、適正に給
付します。

　法に基づき、適正
に給付します。

　実績無しのため分析不
可です。

4

　平成２６年度は申請が
ありませんでしたが、今
後も法に基づき、適正な
給付を行い、利用者の負
担軽減に努めます。

現状維持
　今後申請があった場合
には法に基づき、適正に
給付します。

保険医療助
成課

退職被保
険者移送
費

　移動困難な被保険者を、一時
的・緊急的な必要性により病院
等に移送したときに、申請によ
り支給します。

適正な事務
執行

　法に基づき、適正に給
付します。

　法に基づき、適正
に給付します。

　実績無しのため分析不
可です。

4

　平成２５年度は申請が
ありませんでしたが、今
後も法に基づき、適正な
給付を行い、利用者の負
担軽減に努めます。

現状維持
　今後申請があった場合
には法に基づき、適正に
給付します。
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成果指標（平成26年度） 事業の評価

保険医療助
成課

出産育児
一時金

　被保険者の出産に対して支給
し、経済的負担を軽減します。

出産育児一
時金交付件
数

　法に基づき適正に給付
します。

283件 276件
　法に基づき適正に
給付します。

　目標を達成できまし
た。

4

　法に基づき、適正に給
付しました。また、「出
産育児一時金直接支払制
度」では、被保険者の出
産時の経済的不安を解消
し、安心して出産で決め
環境を提供することがで
きました。

現状維持
　今後も法に基づき、適
正に給付します。

保険医療助
成課

出産育児
一時金支
払手数料

　三重県国民健康保険団体連合
会へ「出産育児一時金直接支払
制度」に係る出産育児一時金支
払手数料を支払います。

適正な事務
執行

　連合会規則に基づき、
適正に支払います。

　連合会規則に基づ
き、適正に支払いま
す。

　目標を達成できまし
た。

4
　連合会規則に基づき、
適正に支払いました。

現状維持
　今後も連合会規則に基
づき、適正に支払いま
す。

保険医療助
成課

葬祭費
　被保険者が死亡したとき、葬
祭を行った者に対して支給しま
す。

被保険者が
死亡した際
の、葬祭を
行った者に
対する支給

　法に基づき適正に給付
します。

408件 371件
　法に基づき、適正
に給付します。

　目標を達成できまし
た。

4

　法に基づき、適正に給
付し、葬祭者の負担軽減
に寄与することができま
した。

現状維持
　今後も法に基づき、適
正に給付します。

保険医療助
成課

後期高齢
者支援金

　高齢者の医療の確保に関する
法律に基づき、後期高齢者医療
にかかる費用のうち、後期高齢
者被保険者自身が医療機関で支
払う窓口負担を除いた分を、公
費（国・都道府県・市町村）が
約5割、後期高齢被保険者が広
域連合へ納める保険料が1割、
残りの約4割を各医療保険者
（健保、国保等）が社会保険診
療報酬支払基金へ支払うことに
より、世代間の負担の公平をし
ようとするものです。

適正な事務
執行

　法に基づき、適正に納
付します。

　法に基づき、適正
に納付します。

　目標を達成できまし
た。

4

　法に基づき、適正に納
付し、後期高齢者医療費
事業の安定経営に寄与す
ることができました。

現状維持
　今後も法に基づき、適
正に納付します。

保険医療助
成課

特定健診
関係事業

　高齢者の医療の確保に関する
法律に基づき、40～74歳の国
保加入者を対象に、特定健康診
査の受診及び保健指導を実施す
ることにより、生活習慣病の予
防・早期発見・早期治療によ
り、将来の医療費削減を図りま
す。

特定健診受
診率

　津市第２期国民健康保
険特定健康診査等実施計
画に基づいています。

46% 39.5%

　広報紙やホームページ
などで啓発を行うほか、
65～74歳の未受診者に
対し電話勧奨の実施、モ
デル地区内の40～64歳
の未受診者に対し訪問勧
奨の実施、40～74歳の
未受診者に対し勧奨はが
きの送付を行いました。

2

　平成26年度の取組と
して65～74歳の未受診
の人に電話勧奨、モデル
地区の40～64歳の未受
診者の人に訪問による受
診勧奨、40～74歳の未
受診者に受診勧奨はがき
の送付を行いましたが、
目標値に達することはで
きませんでした。受診率
は年々向上してきていま
すので、今後も更なる受
診率向上対策に取り組
み、健康づくり・生活習
慣病予防・重症化予防に
努めます。

拡充・充
実

　平成26年度において
は、65～74歳の未受診
者を対象に電話等による
受診勧奨を実施しました
が、平成27年度におい
ては、初めて国保特定健
診の対象となる40歳、
退職後国保加入者が多い
61歳を対象に健診の受
け方について電話で案内
し、毎年健診を受ける人
を増やす取組を行いま
す。また、受診率の低い
敬和地区をモデル地区と
し未受診者への訪問勧奨
を行います。さらに、
40～74歳の未受診者へ
はがきによる受診勧奨を
行うなど、今後も様々な
手法を講じ受診率向上に
努めます。
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保険医療助
成課

特定保健
指導関係
事業

　高齢者の医療の確保に関する
法律に基づき、40～74歳の国
民健康保険加入者のうち特定健
康診査を受診した結果により特
定保健指導の対象となった人に
保健指導を行い、対象者自らが
生活習慣を振り返り、生活習慣
の改善に取り組み、自分の健康
に関する自己管理ができるよう
になることを目的とします。そ
のことによりメタボリックシン
ドローム該当者及び予備群の減
少、将来の医療費の削減を図り
ます。

特定保健指
導の実施率
（終了率）

　津市第2期国民健康保
険特定健康診査等実施計
画の基準によります。

30% 15.1%

　健康測定会を実施し、
その場での特定保健指導
を行ったり、訪問での特
定保健指導を直営で実施
したりと工夫して取り組
んだため、昨年度より申
込率の向上が見られまし
た。しかし、目標値には
至らず、今後も申込率向
上対策が必要です。

2

　特定保健指導は健診受
診者の内、一定の基準に
より対象者を選定し、自
ら定めた行動目標に取り
組みながら生活習慣の改
善をしてもらうため、将
来の医療費削減という観
点からは有効性がありま
す。平成26年度の申込
者率は昨年より増加した
ものの目標達成に至らな
い状況にあります。この
ことから、より一層特定
保健指導の効果と必要性
ををアピールするととも
に、引き続き健康測定会
や訪問、電話による勧奨
を実施し、申込者率の向
上に努めます。

拡充・充
実

　平成26年度は健康測
定会を実施し、参加者に
対し特定保健指導を実施
したところ、申込率が向
上したため、平成27年
度はさらに拡充しさらな
る向上をめざし取組を強
化します。平成26年度
は積極的支援の申込率が
減少したため、プログラ
ムを簡素化し、継続しや
すい内容での支援として
実施し申込率向上につな
げていきます。訪問型特
定保健指導について、こ
れまで積極的支援と動機
付け支援の両方を実施し
ていたが、多忙な働き盛
り世代は日中訪問しても
不在が多く、申し込み率
向上に繋がらなかったた
め、平成27年度からは
比較的在宅率が高いと思
われる65歳以上の年代
を中心に訪問し、利用勧
奨を行い、その場で保健
指導を行うなど利便性を
高めていきます。また、
毎年効果のある電話勧奨
も引き続き行い、特定保
健指導の効果を説明し、
一人でも多くの方が利用
するよう努めます。

保険医療助
成課

がん検診
等負担金

　被保険者の健康保持及び増進
を図ることを目的としていま
す。

受診率

　ガン検診等の早期発見
が医療費の抑制に寄与す
るため、検診率にしまし
た。(受診年齢や生涯での
受診回数が極端に制限さ
れない、胃がん、肺が
ん、子宮がん、乳がん、
大腸がんと健康診査39
歳以下の受診率の平均を
計上)

50% 26.1%
　普及啓発に力を入れて
受診率の向上に努めま
す。

3

　がん予防及び早期発見
を目的に助成を行うこと
により、被保険者の負担
軽減及び健康づくりの向
上に寄与することができ
ました。今後も受診率の
向上に向けて、啓発に取
り組んでいく。

拡充・充
実

　被保険者の疾病予防、
早期発見により医療費の
抑制に寄与するため、今
後も受診率の向上に向
け、啓発に向けて取り組
んでいきます。

保険医療助
成課

一般事務
費

　市民・被保険者の健康保持・
増進及び国民健康保険事業の理
解を図るための啓発事業を行い
ます。

国保だより
発行回数

　啓発活動に伴う事務費
のため、広報津への折込
回数にしました。

2回 2回
　目標を達成できまし
た。

4

　国民健康保険事業への
理解及び健康意識の向上
に寄与することができま
した。

拡充・充
実

　健康保持・増進、国民
健康保険事業への理解を
深めるため、更なる啓発
に努めます。

保険医療助
成課

一般被保
険者過年
度保険料
還付金

　一般被保険者の保険料の適正
賦課を実施します。

還付等の適
正な事務執
行

　国保の資格喪失に伴う
事務処理を適切に行ない
ます。

　国保の資格喪失に
伴う事務処理を適切
に行ないます。

　目標を達成できまし
た。

4

　国民健康保険の資格喪
失や所得の修正申告等に
伴う保険料の過誤納付金
の還付を適正に行いまし
た。

現状維持
　今後も、適正な保険料
の還付を行います。

保険医療助
成課

退職被保
険者過年
度保険料
還付金

　退職被保険者の保険料の適正
賦課を実施します。

還付等の適
正な事務執
行

　国保の資格喪失に伴う
事務処理を適切に行ない
ます。

　国保の資格喪失に
伴う事務処理を適切
に行ないます。

　目標を達成できまし
た。

4

　国民健康保険の資格喪
失や所得の修正申告等に
伴う保険料の過誤納付金
の還付を適正に行いまし
た。

現状維持
　今後も保険料の還付を
適正に行います。

保険医療助
成課

一般被保
険者過年
度保険税
還付金

　一般被保険者の保険税の適正
賦課を実施します。

還付等の適
正な事務執
行

　国保の資格喪失に伴う
事務処理を適切に行ない
ます。

　国保の資格喪失に
伴う事務処理を適切
に行ないます。

　実績無しのため、分析
不可能です。

4 　実績はありません。 現状維持
　今後も保険税の還付を
適正に行います。
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保険医療助
成課

退職被保
険者過年
度保険税
還付金

　退職被保険者の保険税の適正
賦課を実施します。

還付等の適
正な事務執
行

　国保の資格喪失に伴う
事務処理を適切に行ない
ます。

　国保の資格喪失に
伴う事務処理を適切
に行ないます。

　実績無しのため、分析
不可能です。

4 　実績はありません。 現状維持
　今後も保険税の還付を
適正に行います。

保険医療助
成課

一般事務
費

　診療所維持運営に係る経費で
す。

安全・安心
なまちづく
りの実施

　過疎地域の医療である
ので安心・安全な街づく
りを目指します。

　過疎地域の医療で
あるので安心・安全
な街づくりを目指し
ます。

　医師を確保でき、支障
なく診療ができました。

4

　過疎地域にあって医療
体制を確保することは、
安全で安心して暮らせる
まちづくりの根幹を成す
ものであり、大きな役割
が果たせました。

現状維持

　過疎地域にあって医療
体制を確保することは、
安全で安心して暮らせる
まちづくりの根幹を成す
ものですので、現状を維
持します。

保険医療助
成課

薬品費
　診療に必要な医薬品の購入費
です。

診療件数

　診療行為に付随して投
薬する医薬品であるた
め、診療件数になりま
す。

　必要な医薬品を適
宜調達し、支障なく
診療します。

　目標を達成しました。 4
　必要な医薬品を適宜調
達し、支障なく診療が実
施できました。

現状維持
　今後も必要な医薬品を
適宜調達し、支障なく診
療を行います。

健康づくり
課

一般管理
事業

　市民の健康維持・増進を図る
ために、保健センター施設の管
理運営及び保健衛生事業を行う
とともに、河芸保健センター、
美里保健センターの適切な維持
管理と各保健センター施設（中
央、河芸、芸濃、美里、安濃、
香良洲、一志、白山）の使用許
可業務を行い、利用者の利便性
を図ります。
　また、保健事業等の円滑な推
進を図るため、医師会や歯科医
師会等との連携・協力を図りま
す。

健康づくり
の提供及び
相談場所と
しての拠点

　保健センターの場所や
機能を広く市民に知って
もらうための周知や保健
事業の啓発を行い、健康
づくりの提供及び相談場
所としての整備に努めま
す。

　健康づくりや健康
管理について学ぶ機
会を提供し、健康や
育児不安について気
楽に相談ができる場
所として、利用しや
すい施設整備に努め
ます。

　久居保健センターの整
備に伴い健診及び相談事
業がより安全・安心に行
えるようになり、母子健
康事業及び健康づくり事
業推進が円滑に行いまし
た。

4

　「河芸保健センター」
「美里保健センター」に
ついては、設備保守の業
務委託により適切な管理
運営を行うことができた
が、施設の老朽化による
修繕業務に係る経費が増
加傾向です。
久居保健センターが整備
され、津市南部地区地域
の拠点として、安全・安
心に配慮した健診等が実
施できる施設として整備
することができました。

現状維持

　新久居保健センターの
整備に伴い、中央保健セ
ンターは中・北部地域の
中核的保健センターとし
て、久居保健センターは
南部地域の中核的保健セ
ンターとして確立され、
地域の特性に合致した保
健事業を提供できる基盤
づくりができました。

健康づくり
課

予防衛生
事業

　予防接種の接種率向上に努
め、市民の免疫水準をあげるこ
とにより、感染症の発生及び流
行を防ぎ市民の健康保持に努め
ます。
　また、高齢者肺炎球菌ワクチ
ンの費用助成等任意の予防接種
の実施により、個人の感染症予
防及び重症化予防を図ります。
　さらに、結核予防のための予
防接種、高齢者の胸部レントゲ
ン検診により、結核の早期発見
に努め、感染を防ぐことで市民
の健康維持を図ります。

麻しん・風
しん（Ｍ
Ｒ）予防接
種１期、２
期の接種率

　二種混合予防接種につ
いても、抗体保有率を向
上させるための重要な接
種でありますが、国の目
標の集団免疫率85％を
上回っていない状況であ
り、接種時期が児童期に
なるため、乳幼児期の接
種に比べ保護者の意識も
薄れていくことも予想さ
れます。そのため、学校
教育課との連携及び未接
種者への再通知等による
啓発により接種率向上に
努めていきます。

95%

ＭＲ１期
ＭＲ２期
97.5%
94.6%

　個別通知や就学児健診
を利用してのチラシの配
布に加え、平成２６年度
は、１歳６ヶ月児健診時
における未接種者への接
種勧奨し、更に地区担当
保健師による個別勧奨を
実施したため、ＭＲ１期
については、目標を上回
ることができました。

3

　予防接種事業（定期接
種【麻しん・風しん・三
種混合・日本脳炎・ポリ
オ・BCG・ヒブワクチ
ン・小児用肺炎球菌ワク
チン接種・水痘・高齢者
肺炎球菌・高齢者インフ
ルエンザ】）の接種勧奨
及び（任意接種【高齢者
肺炎球菌費用助成】）の
啓発し26年度から県外
接種費用助成（Ａ類）も
実施し接種率の向上に向
け適切に実施しました。
　特に、ＭＲ予防接種に
ついては、対象者への個
人通知に加え、未接種者
への通知と学校教育課と
の連携、広報等による接
種勧奨を行い、１歳６ヶ
月健診時の未接種者への
接種勧奨および地区担当
保健師からの接種勧奨の
結果、接種につながりま
した。今後も、引き続き
機会をとらえて効果的な
市民への啓発が必要と考
えます。

現状維持

　予防接種事業（定期接
種・任意接種）を市民に
広報するとともに、教育
機関等との連携を図り、
保護者等への周知徹底に
より、接種率の向上に努
めます。
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健康づくり
課

母子保健
事業

　市民が妊娠期から安心して出
産に臨むことができ、出産後も
健やかな育児ができるよう、途
切れない支援を図り安心して産
み育てられる母子保健の推進を
めざします。
　また、保護者が子どもの育ち
に見通しが持てるよう、関係機
関等とも連携を持ちながら、事
業を通して出会いの機会を大切
にして、人との関係性が持てる
ような支援をめざします。

赤ちゃん訪
問の訪問率

　出産後、産後うつ及び
育児などライフサイクル
が急激に変わる時期であ
り、支援者と出会う機会
として赤ちゃん訪問が大
切な時期であるため、成
果指標として設定しま
す。

95% 93%

　できる限り親子に
会うため、不在の場
合はチラシを投函し
たり、訪問拒否の場
合も相談窓口の紹介
を行います。
　また、赤ちゃん訪
問事業の目的に照ら
し、なるべく早期の
訪問を心がけます。

　定期的に医療機関・関
係機関とのネットワーク
会議や、産後ケア事業開
始に当たり、医療機関・
助産所との調整を密に
行ったことで、連携が強
化され、早期に対象者が
把握できる状況になって
います。
　できるだけ4か月まで
に訪問を行うことが望ま
しいが、長期の里帰り等
で会えない場合など5か
月以降も訪問を行いまし
た。

3

　平成26年11月より、国の
妊娠出産包括支援モデル事業
として、産後ケア事業・産前
産後サポート事業・母子保健
相談支援事業に取り組みまし
た。産後ケア事業では、出産
後育児の協力者がおらず、育
児不安が強い、育児の仕方が
わからない、産後の疲労が強
いなどの産婦を対象に医療機
関・助産所に委託して宿泊等
の方法で産後のレスパイト、
育児指導、育児相談を行うこ
とにより、産婦の疲労回復、
育児手技の獲得、育児不安の
軽減となったことが実施後の
アンケートで把握できまし
た。産前産後サポート事業と
して、母子保健推進員による
赤ちゃん訪問後の見守り訪
問、妊婦教室・育児教室への
協力・広場の開催を行いまし
た。母子保健相談支援事業と
して産後ケアや未熟児訪問の
コーディターを配置し、医療
機関・関係機関等と連携し、
地区担当保健師とともに継続
支援を行い、必要な時期に必
要なサービスが受けられるよ
うな情報提供・啓発を行い、
地域の中で見守られながら安
心して妊娠・出産・子育てが
できるよう継続支援を行って
いく必要があります。

拡充・充
実

　できる限り４か月まで
の全ての乳児を訪問がで
きるように、産科との連
携により妊娠届出時の説
明や、赤ちゃん訪問の啓
発を行っていきます。ま
た、医療機関や関係機関
との連携の強化、、地域
の見守り役としての母子
保健推進員の活動支援を
行うことにより、保健師
等の専門職により継続的
な支援を行うとともに、
妊娠期から訪問、相談等
保健指導の充実を図るこ
とにより、途切れない支
援のための体制を整えて
いきます。

健康づくり
課

健康診査
事業

　津市民が健康意識を持ち自己
の健康管理のために、健康増進
法健康診査、39歳以下健康診
査、肝炎ウイルス検診、がん検
診（胃がん・乳がん・子宮が
ん・肺がん・大腸がん・前立腺
がん）、歯周病検診を受診でき
る体制を整備し、市民の疾病の
早期発見と健康づくりに繋げま
す。

乳がん検診
受診率
（40～69歳
のマンモグ
ラフィ検
査）

　乳がんによる死亡率が
年々増加しているなか、
乳がん健診受診率は横ば
い状態にある。国の指針
に基づいて年齢上限の調
整をした乳がん検診受診
率は、（40～69歳のマ
ンモグラフィ検査）は
44.1％（平成23年度実
績）であり、国の目標で
ある５０％受診率の向上
を目指します。女性がが
ん検診を受けていくこと
で、家族の健康意識が高
まり、次世代にも継承し
ていくことから、乳がん
受診率を健康診査事業の
成果指標とします。

47% 51%

　受診機会拡大の定着、
無料クーポン券送付対象
者への再勧奨通知、過去
の女性がん無料クーポン
券対象者への受診勧奨に
より、乳がん検診の受診
者が増加しました。
乳がん検診受診率
（国の目標受診率50％
×実績実現率101％）

4

　平成26年度の目標値
及び、国が示す40歳か
ら69歳の受診率50％に
達し目標を達成していま
す。

拡充・充
実

　市民へがん検診の必要
性を広く啓発するととも
に引き続き検診体制の充
実が必要です。
　２医師会の協力を得て
がん検診の精度管理と受
診勧奨を積極的に精密検
査受診勧奨を積極的に行
い、疾病の早期発見・早
期治療・重症化予防を図
ります。また、啓発活動
では、子どもの頃からの
がん予防の視点をもち、
県や教育部局などと連携
を進めます。また、がん
検診の精度管理として2
医師会連絡協議会と協力
し医療機関での行って頂
くとともに、未受診者に
は受診勧奨通知を行い、
精検受診率の向上を目指
します。
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健康づくり
課

健康づく
り事業

　市民自らが健康づくりに取り
組み生涯を通じて健康でこころ
豊かに楽しく元気に過ごすこと
ができるよう、津市第２次健康
づくり計画に基づいて、健康づ
くり等に関する正しい知識や生
活習慣の改善に繋がる情報提供
に努め、乳幼児から高齢者にい
たる生涯を通じた健康づくりを
進めます。
　また、津市第3次健康づくり
計画策定(平成28年度)に向け
て、第2次計画の評価及びアン
ケート調査等を現状把握を行い
ます。

ヘルスボラ
ンティアの
活動の満足
感や充実感
について

　推進員数の増加ととも
に推進員の活動における
充実感を加えて評価しま
す。

ヘルスボランティア
の活動の満足感や充
実感について（アン
ケート及び意見を聞
く）

　ヘルスボランティア間
の交流が図れて支部活動
がさらに活発になりまし
た。津市委託事業以外に
自主的活動を行っていま
す。
　地域の団体と連携をと
り地域で活動を進めてい
ます。組織の運営に一部
の会員が苦慮していると
ころもあり、外部講師の
講演、助言も取り入れ、
意欲の継続に繋がったと
思われる。今後も、組織
運営への関わりが必要で
す。

3

　生活習慣の改善や健康
づくりは一人では続けに
くいことから、健康づく
りの推進役として各推進
員の養成を行い、健康づ
くり推進員及び食生活改
善推進員は地域に応じた
活動を行い、地域の人材
強化につなげることがで
きました。
　ヘルスボランティア全
体としては、毎年の合同
研修会で、自らの活動意
義を再認識し、市民をひ
きつける活動の在り方に
ついて、外部講師による
研修を実施し、健康づく
り推進への意欲向上につ
なげることができまし
た。

拡充・充
実

　第２次健康づくり計画
の４年目、市民一人ひと
りが目標に向かって健康
づくりに取り組むよう、
健康づくりの普及啓発を
図ります。そのためにも
地域の健康づくり活動に
取り組めるような環境を
つくり、地域団体と健康
を切り口に協同し、ヘル
スボランティアの活動が
さらに市民に拡大するよ
うな支援を行います。

地域医療推
進室

救急医療
事業

　地域救急医療の提供を円滑か
つ迅速に推進するため救急医療
業務を行い、市民の安全・安心
に寄与します。
　初期救急医療体制（休日応
急・夜間こども応急クリニッ
ク、久居休日応急診療所、夜間
成人応急診療所）、二次救急医
療体制（病院群輪番制）並びに
三次救急医療体制（三重大学医
学部附属病院救命救急セン
ター）の役割を明確化し、市民
の急病等に対応できる救急医療
体制の充実を図ります。特に、
三重大学医学部附属病院等の支
援を得て、二次救急輪番病院へ
の医師派遣事業及び津市救急遠
隔画像診断システムの利用拡充
に努め、さらに救急・健康相談
ダイヤルの利用を促進し、救急
搬送における二次救急医療機関
への軽症者混在の改善を図り、
二次救急医療体制の充実に努め
ます。

初期救急医
療施設利用
者数

　二次救急病院におい
て、初期救急患者と二次
救急患者が混在すること
で、二次救急医療病院の
疲弊を招いていることか
ら、初期救急医療施設
（休日応急・夜間こども
クリニック、久居休日応
急診療所、夜間成人応急
診療所）の利用度を高め
ることで二次救急医療施
設の負担が軽減され、初
期から三次救急までのそ
れぞれの役割分担が明確
となることから、初期救
急医療施設の利用者数を
指標とします。

14,000
人

10,722
人

　初期救急としての各応
急診療所の役割が市民に
認識されてきました。平
成２６年度については、
津市休日応急・夜間こど
も応急クリニックにおい
て、年末年始の昼間の診
療を試行的に実施するな
ど、利便性の向上に努め
ました。さらに啓発に努
め、初期救急、二次救急
の役割を明確にしていき
ます。

4

これまでの取組みの結
果、救急搬送件数に占め
る軽症患者の割合が年々
減少傾向にあるなど、津
市の救急医療体制は少し
ずつですが改善してきて
いることから、これまで
の施策について、引き続
き、取り組んでいきま
す。

拡充・充
実

　これまでの取組に加
え、平成27年度につい
ても引き続きＭＩＥ－Ｎ
ＥＴの試験運用を実施し
三重県及び二次救急医療
機関等と運用に係るルー
ルの作成を協議するな
ど、本格運用に向け、取
組を進めます。また新た
な応急診療所の開設に向
け、平成27年度は当該
診療所の実施設計及び運
用面について、医師会等
と協議を進めます。
　今後も、引き続き、二
次救急医療体制の充実に
向け、医師会、大学病院
等と連携し、市内医療資
源を有効かつ効果的に活
用した救急医療体制の確
立を目指します。

地域医療推
進室

献血推進
事業

　採血事業者による献血の受入
れが円滑に実施されるよう献血
活動を推進します。
　安全な血液製剤の安定供給の
確保等に関する法律に基づき、
献血に対する市民の理解を深め
る啓発活動とともに、非常時に
血液の安定供給ができるよう、
献血活動を推進します。

市内事業所
等における
採血者数

　市内事業所等における
年間の採血者数の実績を
もって、啓発等の事業効
果を判断します。

4,000人 4,549人

　平成25年度における
三重県の献血率及び10
代・20代の献血率は全
国最下位の状況であった
が、実績値が前年度より
増加し、目標数値を上回
ることができました。献
血者が減少傾向にある
中、献血率を向上させる
ため献血思想の教育や更
なる啓発等の工夫が必要
です。

3

　限られた台数の献血車
両を市民が献血しやすい
時間・場所等で実施する
ことを考え、採血事業者
との調整の中で、津まつ
りと同日開催される健康
まつりにおける献血を平
成25年度から実施して
います。実績値が前年度
より増加し、目標数値を
達成することができたも
のの、全体的に献血者が
減少傾向にあるため、献
血率を向上させるために
小・中学校の頃からの献
血思想の教育や若年層に
向けた啓発が課題です。

現状維持

　現在は広域的な需給調
整により安定的に供給さ
れていますが、将来の人
口構造を鑑みると、若年
層の献血率を向上させる
必要があります。今後も
引き続き、献血事業者や
県等関係機関と協力し、
安定的な供給となるよう
努めます。
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地域医療推
進室

三重大学
地域医療
学講座支
援事業

　津市西部地域（白山町、美杉
町等）は、過疎化、高齢化が急
速に進行する状況にあり、市民
が安全で安心して暮らしていく
ためには、その地域の医療体制
の確保・充実は非常に大切なこ
とです。
　このため、津市と三重大学が
協力連携を図り、地域医療学講
座を開設することにより、当該
地域を診療圏とする三重県立一
志病院の人材確保を図り、実際
の診療を行いながら、地域住民
に健康で安心できる生活を提供
する医療保健体制に関する研
究・教育を実施し、総合医療・
家庭医療を基本とする地域医療
の確保・充実と初期救急の充実
を図ります。

地域住民が
安心できる
医療体制

　地域住民が健康で安心
して暮らせる医療を提供
するため、医療体制の調
査研究を指標としまし
た。

市民の健康増進及び
健康で安心できる生
活に貢献する医療保
健体制の調査、研究
への支援

　市民の健康増進等に貢
献することを目的とし、
子どもにおけるお茶のア
レルギー予防効果を検証
するため、美杉地域及び
白山地域の小・中学生に
対し一定期間、お茶を配
布の上、アンケート調査
を実施するなど、調査、
研究への支援ができまし
た。

4

　美杉地域及び白山地域
の子どもに対して、一定
期間、お茶を配布の上、
アンケート調査を実施す
るなど、市民の健康増進
及び健康で安心できる生
活に貢献する医療保健体
制の調査、研究への支援
ができました。また、国
立大学法人三重大学から
医師が派遣され、健康づ
くり推進のための方策や
救急医療の方策の調査・
研究、地域医療を担う学
生や研修医への教育を実
践する講座の開設を通
じ、市民が安全で安心し
て暮らせる地域の医療体
制の確保、充実に努める
ことができました。

現状維持

　平成27年度において
も、津地域医療学講座が
市民の健康増進及び健康
で安心できる生活に貢献
する医療保健体制の調査
や研究が効率的に実施で
きるよう引き続き、支援
していきます。また津地
域医療学講座について
は、平成２７年度末にて
終了することから、平成
２８年度以降の更新の可
否を検討し、更新するの
であればより美杉地域等
の地域医療が充実するよ
う、当該講座の内容につ
いて、三重大学及び三重
県と協議する必要があり
ます。

地域医療推
進室

地域医療
推進事業

　地域医療推進室を設置し、救
急医療、地域医療及び応急診療
所等に係る業務を分掌し、関係
機関との連携等による救急医療
及び市民ニーズを踏まえた地域
医療に係る業務の充実その他推
進体制の強化を図ります。

地域医療体
制の充実

　救急医療や在宅医療の
充実に向けた関係機関と
の連携強化のため、地域
医療体制の充実を指標と
しました。

それぞれの立場で関
係機関がチームとし
て連携し、住民が安
心して暮らせる医療
体制を充実

　各医師会及び各地域包
括支援センターと協働し
て、多職種による顔の見
える関係づくりについ
て、一定の効果を得る事
ができました。また在宅
医療に関する意見交換会
を開催したことにより両
医師会のそれぞれの取組
について、情報の共有が
できました。
　無医地区となっていた
美杉地域伊勢地地区に対
して、県立一志病院の協
力のもと、医療を確保す
ることができました。

4

　医師会及び各地域包括
支援センターと協働し
て、在宅医療の症例検討
の研修会や情報交換を行
うなど、多職種による顔
の見える関係づくりを進
め、地域医療体制の確立
を図ることができまし
た。また在宅医療に関す
る意見交換会を開催した
ことにより、両医師会が
それぞれ取り組んでいる
多職種連携会議における
情報を共有することがで
きました。
　無医地区となっていた
美杉地域伊勢地地区に対
して、県立一志病院の協
力のもと、医療を確保す
ることができました。

拡充・充
実

　引き続き、医師会及び
各地域包括支援センター
と協働して、多職種によ
る顔の見える関係づくり
を進め、地域医療体制の
確立を図ります。さらに
在宅医療に関する意見交
換会を継続し、情報共有
を図った上、津市全体の
在宅医療を考える取り組
みを実施していきます。
　美杉地域各地区の代表
者、医師会、地元医師及
び県立一志病院長等を委
員とした美杉地域医療在
り方検討会を設置し、美
杉地域における医療の現
状と問題点を踏まえ、当
該地域に持続可能な医療
を確保できるよう、具体
的な施策や方向性を検討
します。

地域医療推
進室

津応急診
療所管理
運営事業

　医療機関の診療時間外におけ
る市民の急病に対応する応急診
療を行い、市民の安心、安全に
寄与するものです。
　休日・祝日等の昼間における
市民の急病に対応する小児科・
歯科の応急診療を行うととも
に、近年の核家族化・少子化な
どにより、子育てに関し相談で
きる人がいないなど、育児不安
や病気の発見遅れなどを招く場
合が増加していることから、毎
日の夜間（準夜帯）における小
児科専門医による応急診療を行
います。

津応急診療
所受診者数
（診療所利
用者数）

　救急医療事業の成果指
標の項で、初期救急医療
施設（休日応急・夜間こ
どもクリニック、夜間成
人応急診療所、久居休日
応急診療所）の利用度を
高めることで二次救急医
療施設の医療負担を軽減
し、初期から三次救急ま
でのそれぞれの役割分担
が明確となるという考え
方から、初期救急医療施
設の受診者（利用者）を
指標としたところですの
で、診療所事業において
も同様に受診者の伸びを
成果指標とします。

8,800人 6,222人

　平成26年度より歯科
診療を祝日のみとしたこ
と、また、前年度と比べ
上半期において熱中症等
の応急的な受診行動に繋
がる要因が少なかったこ
とが考えられます。

4

　小児科専門医による応
急診療を行うこと、ま
た、インフルエンザ簡易
検査を実施することで、
より安心した医療を提供
することができました。
また、平成26年度は、
12月31日から1月3日ま
での昼間の診療を実施す
る等更なる小児科の応急
診療の充実を図りまし
た。

拡充・充
実

　二次救急医療機関の負
担を軽減し、二次救急医
療体制を確保するため、
今後も、引き続き、各師
会の協力を得て診療内容
の充実に努めます。平成
２７年度も引き続き小児
科における年末年始の昼
間の応急診療の実施に向
けた取組みを進めます。
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地域医療推
進室

久居応急
診療所管
理運営事
業

　医療機関の診療時間外の休日
における市民の急病に対応する
応急診療を行い、市民の安心、
安全に寄与します。

久居応急診
療所受診者
数（診療所
利用者数）

　救急医療事業の成果指
標の項で、初期救急医療
施設（休日応急・夜間こ
どもクリニック、夜間成
人応急診療所、久居休日
応急診療所）の利用度を
高めることで二次救急医
療施設の医療負担を軽減
し、初期から三次救急ま
でのそれぞれの役割分担
が明確となるという考え
方から、初期救急医療施
設の受診者（利用者）を
指標としたところですの
で、診療所事業において
も同様に受診者の伸びを
成果指標とします。

2,200人 1,826人

　年末年始の連休が大型
連休となり、インフルエ
ンザの流行が例年に比べ
早く、年末年始の連休期
と重なったことが考えら
れます。

4

　休日診療について、休
日応急・夜間こども応急
クリニックとの内科及び
小児科のすみ分けを実施
し、同じ内科である夜間
成人応急診療所と処方薬
を統一する等、津地区医
師会及び久居一志地区医
師会から派遣される医師
が混乱しないよう努め、
受診者により安心した医
療を提供することができ
ました。

現状維持

津市応急診療所整備検討
会から久居応急診療所に
ついては継続させること
が望ましいとの提言も受
けたことからも、当面は
引き続き、各師会の協力
を得て応急診療所を運営
し、二次救急医療機関の
負担を軽減し、二次救急
医療体制の確保に繋がる
よう努めます。

地域医療推
進室

津成人応
急診療所
管理運営
事業

　毎夜間における成人の急病に
対応する応急診療を行い、初期
救急患者が受診し医療業務が過
重となり疲弊が著しい二次救急
病院の負担を軽減することで、
救急搬送など重篤時の医療を確
保し、市民の安全に寄与しま
す。

津成人応急
診療所受診
者数（診療
所利用者
数）

　救急医療事業の成果指
標の項で、初期救急医療
施設（休日応急・夜間こ
どもクリニック、夜間成
人応急診療所、久居休日
応急診療所）の利用度を
高めることで二次救急医
療施設の医療負担を軽減
し、初期から三次救急ま
でのそれぞれの役割分担
が明確となるという考え
方から、初期救急医療施
設の受診者（利用者）を
指標としたところですの
で、診療所事業において
も同様に受診者の伸びを
成果指標とします。

3,000人 2,674人

　年末年始の連休が大型
連休となり、インフルエ
ンザの流行が例年に比べ
早く、年末年始の連休期
と重なったことが考えら
れます。

3

　医師会・薬剤師会等の
支援により、成人を対象
とした夜間の応急診療を
実施し、急な発熱や腹痛
などの軽症受診者に医療
を提供することができま
した。しかしながら、夜
間成人応急診療所は暫定
的な施設であるため、浣
腸等の軽症患者への処置
が困難な場合もあり、恒
久施設としての新たな応
急診療所の整備を進める
必要があります。

拡充・充
実

　二次救急医療機関の負
担を軽減し、二次救急医
療体制を確保するため、
今後も、引き続き、各師
会の協力を得て診療内容
の充実に努めるととも
に、津市応急診療所整備
検討会からの提言をふま
え、恒久施設として成人
を対象とした応急診療所
の平成２９年度の供用開
始に向け、整備を推進し
ます。

保険医療助
成課

医療給付
事業

　所得に対して医療費（不妊治
療・不育症治療においては治療
費。以下同じ。）の負担が大き
い障がい者、65歳以上障がい
者、一人親家庭等、妊産婦、精
神障がい者、子ども並びに不妊
治療・不育症治療を受ける夫婦
に対し、医療費の一部を助成す
ることにより、対象者やその世
帯等の生活の安定及び経済的負
担の軽減を図ります。
　また、医療機関等に対し、当
該医療費助成額を算出する基礎
となる領収証明書作成に係る経
費を助成することにより、医療
費助成事務の円滑な実施を行い
ます。

適正な給付

　本事業は、対象者に対
して医療費の一部を助成
するものであり、条例等
の規定に基づき適正な給
付に努めます。

　条例等に基づき適
正な給付を行いま
す。

　適正な給付を行いまし
た。
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　医療費助成により、対
象者やその世帯等の生活
の安定及び経済的負担の
軽減を図ることができま
した。
　また、証明事務手数料
の助成により、医療費助
成事務の円滑な実施に寄
与することができまし
た。

拡充・充
実

　子ども医療費助成の拡
大（中学生通院）及び、
障がい者医療費拡大（精
神障がい者の通院）な
ど、現状を取り巻く環境
の変化を踏まえ、制度の
拡大が実施されるよう、
引き続き三重県に要望を
行っていきます。
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